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モバイル市場の競争環境に関する研究会（第１８回） 

 

１ 日時 令和元年９月２０日（金） １３：００～１５：３０ 

２ 場所 総務省第１特別会議室（合同庁舎２号館８階） 

３ 出席者 

○構成員 

新美座長、相田座長代理、大橋構成員、北構成員、佐藤構成員、関口構成員、 

長田構成員、西村（真）構成員 

 

 ○オブザーバ 

塚田公正取引委員会事務総局経済取引局調整課長、内藤消費者庁消費者政策課長 

 

 ○ヒアリング対象者 

株式会社ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ株式会社、ソフトバンク株式会社、楽天モバイル株式

会社、一般社団法人テレコムサービス協会 MVNO委員会 

 

 ○総務省 

高市総務大臣、鈴木事務次官、谷脇総合通信基盤局長、竹村電気通信事業部長、田原電

波部長、今川総合通信基盤局総務課長、山碕事業政策課長、大村料金サービス課長、梅

村消費者行政第一課長、山路データ通信課長、廣瀬番号企画室長、布施田電波政策課長、

大内事業政策課調査官、中村料金サービス課企画官、茅野料金サービス課課長補佐、仲

田料金サービス課課長補佐 

 

【新美座長】  皆様、こんにちは。本日はお忙しい中、お集まりいただきましてありがと

うございます。定刻となりましたので、モバイル市場の競争環境に関する研究会第１８回会

合を開催いたします。 

 本日は、大谷構成員、西村暢史構成員はご都合のためご欠席というご連絡をいただいてお

ります。 

 なお、本日は、冒頭にカメラ撮りの時間を設けておりますので、ご了承いただきますよう

お願い申し上げます。 
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 さて、本日は高市大臣にご出席いただいております。まず、研究会の開催に当たりまして、

高市大臣からご挨拶をいただきたいと存じます。 

 大臣、よろしくお願いいたします。 

【高市総務大臣】  皆様、こんにちは。先般の内閣改造で、また２年１０カ月ぶりに総務

省に戻ってきました高市早苗でございます。どうかよろしくお願い申し上げます。 

 本日は、新美座長をはじめ構成員の皆様におかれましては、大変ご多用の中、また、関係

事業者、団体の皆様にもお出ましをいただきまして、こうしてご出席いただきましこと、心

より感謝申し上げます。 

 私は約２年前まで総務大臣を務めておりましたけれども、その際にはスマートフォンの

利用料金負担の軽減を図るための取組方針の策定、それから、ＳＩＭロック解除の期間短縮、

そして、端末購入補助の適正化のためのガイドラインの整備などに取り組ませていただき

ました。 

 また、本研究会の議論を踏まえて立案された、電気通信事業法の改正法が今年の５月に成

立しまして、いよいよ１０月１日から施行されます。この改正法によりまして、利用者にと

ってはわかりやすく低廉な料金、サービスが実現されると考えてはおりますけれども、モバ

イル市場の公正競争の促進のためには、より一層の取組を行っていくことが必要だと考え

ております。 

 本日の会合では、改正法施行後のＳＩＭロックのあり方、そして５Ｇ時代に向けた競争環

境の整備について、ぜひとも関係者の皆様からのヒアリングや、それを踏まえたご議論を賜

りたいと存じます。特にＳＩＭロック解除につきましては、改正法により通信料金と端末料

金が完全分離される中で、今後の対応や方向性につきまして、早急な検討を行い、速やかに

ＳＩＭロックに関するルールの見直しを進めていく必要があると考えております。どうか

構成員の皆様方におかれましては、貴重なご意見を賜りますよう、よろしくお願いいたしま

す。今日のご議論の結果を楽しみにいたします。ありがとうございます。 

【新美座長】  大臣、どうもありがとうございました。 

 それでは、冒頭のカメラ撮りはここまでとさせていただきたいと存じます。カメラ撮りの

方はご退席よろしくお願いいたします。 

 なお、高市大臣におかれましては、ご公務のため、ここでご退席されます。 

 大臣、どうもありがとうございました。 

【高市総務大臣】  よろしくお願いいたします。ありがとうございます。 
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（高市総務大臣退室） 

【新美座長】  それでは、議事に入りたいと存じます。本日は議事次第をご覧になってい

ただくとわかりますように、議題が２つございます。前半に前回会合での議論を受けまして、

「通信料金と端末代金の分離と端末購入プログラムについて」の検討を行います。その後、

出席者を入れ替えまして、後半に「５Ｇ時代のネットワーク提供に係る課題等について」と

しまして、前回に引き続き事業者ヒアリングを行いたいと考えております。 

 それでは、第１の議題であります「通信料金と端末代金の分離と端末購入プログラムにつ

いて」の議事を始めたいと存じます。 

 まず、総務省から説明をよろしくお願いいたします。 

【仲田料金サービス課課長補佐】  総務省でございます。資料１－１に沿ってご説明をさ

せていただきます。資料１－１「通信料金と端末代金の分離と端末購入プログラムについて」

をご覧ください。 

 まず、１ページ目をご覧ください。携帯電話事業者３社の改正法に基づく料金プランが各

社から発表されているものを、総務省でまとめさせていただきました。こちらは料金プラン

とその内容、また各社様の既往契約の移行促進、端末下取りプログラム等について一覧表と

してまとめております。 

 続きまして、２ページに、ＮＴＴドコモの新料金プラン。３ページに、ＫＤＤＩの新料金

プラン。４ページに、ソフトバンクの新料金プランということで、これまでのプランと、発

表された新しいプランを比較したものをご紹介しております。 

 続きまして、５ページをご覧ください。こちらは携帯電話端末の購入に当たって各社が提

供している残債免除プログラムについてのご説明となります。 

 上の段をご覧ください。上の段はＮＴＴドコモの「スマホおかえしプログラム」について

の説明となっております。「スマホおかえしプログラム」については、３年間の割賦契約で、

そのうち２４カ月支払いを行い、かつ、当該端末を返却した際に、残りの残債を免除すると

いうプログラムになっていると承知しております。こちらのＮＴＴドコモのプログラムに

ついては、プログラムを申し込む時に通信契約の利用者であることが必要という条件にな

っております。 

 続きまして、下の段は、ＫＤＤＩ、ソフトバンクの端末購入プログラム、それぞれ「アッ

プグレードプログラムＤＸ」、「半額サポート＋」についてのご説明でございます。こちらの

２社が提供される端末の購入プログラムにつきましては、通信契約の利用者以外もプログ
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ラム利用可能となっていまして、こちらは４年間の割賦契約を行いまして、２年間支払いを

行いますと、残りの２年間の残債を免除するということになっているのですが、その条件と

して、こちらの図にもございますとおり、当該端末の返却、それから、新規種の購入が条件

となっております。 

 また、こちらのプログラムについては、端末購入代金のほか、プログラム利用料として、

月々３９０円の利用料がかかることになっていると承知しております。 

 また、こちらのプログラムで購入する端末にはＳＩＭロックがかかっているということ

になっております。 

 続きまして、６ページをご覧ください。今、ご説明いたしました各事業者の残債免除プロ

グラムの概要、それから、このプログラムの条件について、こちらも総務省でまとめさせて

いただいております。 

 ７ページをご覧ください。今、ご説明いたしました各社の残債免除プログラムを実際に

iPhone１１、Xperia１に適用した場合の利用者の方の実質支払額をご参考にお示しさせて

いただいております。 

 続きまして、８ページをご覧ください。８ページでは、前回の本研究会と、また、先日開

催された「消費者保護ルールの検証に関するＷＧ」でも、こちらの端末購入プログラムに関

して、構成員の方々からご意見がございましたので、そこで提示されたご意見と論点をまと

めさせていただいております。大きく４点ございます。 

 １点目、利用者以外の者が端末を購入した場合に、ＳＩＭロック解除が可能となる１００

日後まで端末を使用できないことは、実質的な囲い込みではないか。 

 ２点目、新たな機種の購入を残債免除の条件とすることは、実質的な囲い込みではないか。 

 ３点目、端末の購入代金が「最大半額」になると説明されてありますが、プログラム利用

料の支払いや当該端末の返還等が条件となっているため、実質負担額と異なるのではない

か。 

 ４点目、分割払いで購入した場合に負担額を半額として、端末のみでビジネスが成り立つ

のか。 

 こういった論点をお示しいただいております。特に１点目のＳＩＭロックについては、今

後の対応の方向性について、早急な検討を行い、速やかにルールの見直しを行う必要がある

と考えておりますので、本日、総務省でも考え方をまとめたものをお示しさせていただきま

す。 
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 続きまして、９ページをご覧ください。ＳＩＭロックについて概要を説明させていただい

ております。続きまして、１０ページをご覧ください。現行のＳＩＭロック解除に関するル

ールについて、でございます。ＳＩＭロック解除につきましては、「移動端末設備の円滑な

流通・利用の確保に関するガイドライン」において、このパワーポイントの左下の部分、「Ｓ

ＩＭロック解除の義務付け」ということで、携帯電話事業者におかれましては、原則として

自らが販売した全ての端末、本年９月１日から中古端末も含みまして、ＳＩＭロック解除に

応じるよう義務付けられております。例外といたしまして、端末の割賦代金を支払わないよ

うな行為、こういった不適切な行為を防止するために、事業者が最低限必要な期間ＳＩＭロ

ックを維持することは認められております。スライドの右側をご覧ください。最低限必要な

期間ということでガイドラインの中で規定されておりますのが、まず、一括払いで端末を購

入した場合については、支払い確認後即時。端末を割賦払いで購入した場合には、購入から

１００日経過後というルールになっております。この１００日というところですが、割賦で

販売した場合に、初回の支払いの確認ができるのが約３カ月程度ということで１００日と

いうことにしております。 

 ページをおめくりください。１１ページは、これまでのＳＩＭロック解除の推進の経緯を

まとめさせていただいております。 

 １２ページをご覧ください。こちらはＳＩＭロック解除件数の推移ということで、近年伸

びてきていることがお分かりになるかと思います。 

 続きまして、１３ページをご覧ください。１３ページは、これまでも本研究会でご提示さ

せていただいている資料ですが、各事業者のＳＩＭロック解除の実施状況についてまとめ

ております。１３ページから１６ページと続いておりますので、こちらもご参考にご覧くだ

さい。 

 続きまして、１７ページをご覧ください。こちらに「ＳＩＭロックに係る課題」をまとめ

させていただいております。先ほどもご説明いたしましたとおり、ＳＩＭロックは端末の割

賦代金等を支払わない行為や端末の詐取を目的とした役務契約等の不適切な行為を防止す

るための対策として設けられているものでございます。 

 他方で、割賦払いの際に、事業者が１００日間ＳＩＭロックを維持することが認められて

いるという現行のルールは、自社の提供する通信役務の利用者にのみ端末を販売する販売

形態を前提としたものと考えております。 

 １０月１日から改正電気通信事業法が施行されますが、通信料金と端末代金の完全分離
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を前提とした販売形態では、販売した端末が、自社の提供する通信役務のみならず、他社の

提供する通信役務で使用されることも考えられます。 

 自社の利用者以外の方が割賦で端末を購入した場合等には、当該利用者の方が１００日

間はＳＩＭロック解除ができないため端末を利用することができず、副次的な弊害が大き

いと考えております。 

 この課題を踏まえまして、「対応方針の検討」というところでございますが、割賦で販売

する場合においても、利用者が即時に他社で利用できるようにＳＩＭロック解除のルール

を見直すことが必要ではないか。また、端末の割賦代金等を支払わない等の不適切な行為を

防止するための手法としては、ＳＩＭロック以外の手法もあり得るのではないかというこ

とで、課題を示させていただいております。 

 ページをおめくりください。１８ページでございます。以上の現状と課題を踏まえまして、

ＳＩＭロック解除のルールの見直しの方向性をお示しさせていただいております。大きく

３点ございます。 

１点目、利用者以外の者に対して端末を販売する場合にＳＩＭロックをかけることは、過

度な措置ではないか。これは、利用者以外の方にＳＩＭロックをかけて端末を販売すること

は、使用できない端末を販売することであり、いたずらに利用者の方の混乱を招くだけなの

ではないのかという問題意識でございます。 

 ２点目、過去に端末を購入したことがあり、その際の支払いに問題がなかった者が別の端

末を購入する場合にはＳＩＭロックをかけることは、過度な措置ではないか。 

 ３点目、割賦で端末を購入した利用者が通信契約を解約する場合には、端末の購入から１

００日以内であっても、即時に当該ＳＩＭロック解除の申入れに応じることが必要ではな

いか。こちらは、通信役務の継続利用を条件としない中で、１００日以内に通信契約を解約

した利用者がその端末を使用できないと誤解を招くのではないかという問題意識でござい

ます。 

 また、下に「※」で書かせていただいておりますが、これらの場合について、過度の負担

を課すものでない限り、不適切な行為が行われる可能性が低いことを確認するための措置

を求めることは許容される場合もあるのではないかと考えております。 

 また、一番下の「※」になりますが、通信料金と端末代金の完全分離の趣旨を徹底するた

め、プログラム利用料の金額の設定の考え方や、通信役務と端末販売の収支についての説明

が求められるのではないかと考えております。以上、総務省からの説明となります。 
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【新美座長】  説明ありがとうございます。 

 それでは、続きまして、ＭＮＯ各社の皆様から、ご説明をお願いします。 

 なお、ただいま総務省からご説明いただいた資料につきましては、事務局から各社に事前

にお送りいただいてご確認いただいているとのことでございます。 

 質疑応答及び討議は、各社のご説明の後、まとめて行いたいと思いますので、ご了承くだ

さい。 

 それでは、まず、株式会社ＮＴＴドコモ取締役常務執行役員経営企画部長の藤原道朗様か

らご説明をよろしくお願いします。 

【ＮＴＴドコモ（藤原）】  はい、ＮＴＴドコモの藤原でございます。本日はご説明の機

会をいただきまして、誠にありがとうございます。お手元の資料１－２に沿ってご説明をさ

せていただきます。 

 はじめに１ページ目をご覧ください。改正法施行を１０月に迎えるに当たりまして、（１）

（２）にあるように、料金プランと端末販売に関して、また、（３）（４）にありますように、

総務省様から課題提起されているＳＩＭロックに関して、本日は大きく４点について申し

述べさせていただきたいと思っております。 

 では、２ページ目をご覧ください。当社の料金プランと端末の販売方法について、お示し

させていただいております。左側に通信料金に関して、前々回の８月２９日、事業者ヒアリ

ングにおいてもご説明させていただきましたけれども、当社は本年６月より、最大４割の値

下げとなる分離プラン、「ギガホ」、「ギガライト」の提供を開始しております。 

 また、改正法が施行されるこの１０月より、２年契約等の条件を見直した改正法適合のプ

ランを提供いたします。 

 右側の端末販売に関しましては、分離プランの導入に伴い、端末は原則、定価でお買い求

めいただくことになります。そのため、お客様の購入に係るご負担を少しでも軽減するため

に、当社では粗利の削減等の努力を通じた端末価格の引き下げに加えまして、端末返却を条

件に端末代金の一部を支払い不要とする「スマホおかえしプログラム」を６月より提供を開

始しているところでございます。 

 次に３ページ目をお願いいたします。この「スマホおかえしプログラム」について、少し

内容を補足させていただきます。３６回の分割払いで購入いただいた端末を当社にご返却

いただくことで、最大１２回の分割支払金のお支払いが不要となるものとなっております。 

 特徴には大きく３つあります。右側に書いてありますけれども、１つは分離モデルのプロ
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グラムとして、回線契約の継続を条件としてはおりません。プログラム加入時には回線契約

が必要ではございますけれども、その後、解約が可能であり、さらにＳＩＭロックはＷＥＢ

から無料で解除できることになっております。 

 ２つ目には、適用の条件は「端末返却」のみとなっていることです。当社のプログラムで

は、新たな端末の購入を条件にはしていないということでございます。 

 ３つ目に、プログラムの利用のための料金をいただかないということです。 

 これら３点から、このプログラムは法改正の趣旨に則った、ご利用のお客様を拘束しない

プログラムとしてご提供しているものと考えております。 

 ４ページをご覧ください。当社の課題認識として、他社の提供する端末購入プログラムに

ついて少し意見を申し上げさせていただきます。他社のプログラムでは、回線契約と端末購

入を分離したプログラムとされておりますけれども、購入後１００日間はＳＩＭロックが

解除できないため、当該事業者の利用者以外は実質的には利用できないものと思われます。 

 また、プログラム利用者が残債免除を受けるためには、指定機種を改めて購入することが

条件となっております。このことから、プログラムの利用者にとっては、他事業者を選択す

ることが非常に困難になる仕組みになっているものと考えております。 

 従いまして、このようなプログラムは拘束力が極めて強く、お客様の自由な選択を阻害し

ていることから、法改正の趣旨に反するものであると理解しているところでございます。 

 次に５ページ目をご覧ください。こちらのページが、今回一番見ていただきたいページで

ございます。端末購入に関する他社のプログラムにつきましては、総務省様の資料のとおり、

構成員の皆様から法改正の趣旨を踏まえて、ＳＩＭロックの条件の見直しだけでなく、指定

機種の購入条件ですとか、広告表示も併せて議論されるべきというご指摘をいただいてい

るところです。これらにつきまして、当社の「スマホおかえしプログラム」では、法改正の

趣旨に則った取組を行っていることをお示しさせていただいております。 

 具体的には、まず、ＳＩＭロックにつきましては、購入後１００日間は、他事業の利用者

が排除される恐れがあるという点について、当社では自社の利用者のみに対して「スマホお

かえしプログラム」を提供しており、回線契約の継続を条件とはしておりません。また、中

古端末のＳＩＭロック解除につきましても、ＷＥＢでは無料でできるようになっていると

ころでございます。 

 ２つ目に、指定機種の購入条件につきまして、プログラム継続以外の選択肢を事実上奪い、

利用者の過度な囲い込みが継続する恐れがあるというご指摘がありますけれども、当社で
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は端末購入を条件としておりません。むしろ、購入機種を指定することは言わずもがなです。 

 ３つ目に、広告表示について、端末があたかも半額で購入できるかのように誤認されるお

それがあるというご指摘をいただいております。当社ではプログラム利用料を不要として

おります。また、適用条件を端末価格の近傍に表示するなど、適正な条件表示やお客様への

丁寧な説明にも努めているところでございます。 

また、他社のプログラム利用料は月額３９０円、２年間２４回で合計９,３６０円となっ

ておりますが、このプログラムにつきましては、解約に伴い、既に支払った利用料が返って

こないということで、利用者の自由な事業者選択を妨げる効果を有しているものと考えて

おります。 

 次に６ページ目をご覧ください。こちらは参考資料となっております。指定機種購入の条

件につきまして、昨年６月、公正取引委員会様から公表された報告書になっております。こ

ちらにつきましても同様の指摘がされているところでございますので、一部紹介させてい

ただきます。（３）将来的な端末の下取りや同じプログラムへの加入等を前提としたプログ

ラムとして、赤字になりますけれども、４年縛りのプログラムは消費者の契約変更を断念さ

せることで消費者の選択権を事実上奪うものと判断される場合があって、他の事業者の事

業活動を困難にさせるときには独占禁止法上問題となるおそれがあるというご指摘をいた

だいているところでございます。 

 続きまして、７ページ目をご覧ください。今回、論点となっておるＳＩＭロックについて、

当社のこれまでの取組についてお示しさせていただいております。ＳＩＭロックの解除に

つきましては、当社ではこれまでガイドラインによる義務付けに先駆け、自主的に取り組ん

できていることをお示しさせていただきます。直近では、本年２０１９年９月に、期日より

も半年早く、中古端末のＳＩＭロック解除の対応をいたしております。現状、当社のみが中

古端末のＷＥＢでの無料解除について、対応しているところでございます。 

 最後になりますが、８ページ目をご覧ください。当社はこれまで自主的かつ前向きにＳＩ

Ｍロック解除について取り組んでいると思っております。 

総務省様から３つの論点が示されておりますが、今回提示されたＳＩＭロック解除の見

直しの方向性について、当社の考えを申し述べさせていただきます。 

 １点目、利用者以外の購入時について、当社では利用者以外の方に対して分割払いでの端

末販売は行っておりません。分離時代のＳＩＭロック解除ルールとしましては、利用者以外

の購入時には即時ＳＩＭロック解除に応じることが適当と考えているところでございます。 
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 次に２点目の機種変更時と、３点目の解約時でございますけれども、分離時代のＳＩＭロ

ック解除のルールという観点から、１点目に申し上げたとおり、利用者以外の購入時にはＳ

ＩＭロックを即時解除することで対応できるのではないかと考えております。 

 なお、ＳＩＭロックをかけずに販売すべきではないかというご指摘がありますけれども、

販売店等における端末の盗難対策として、これまでＳＩＭロックは有効に機能しており、防

犯上必要なものであると考えております。ＳＩＭロックにつきましては、設定したものを解

除する方向で対応していきたいと考えております。そのためにも、中古端末のＷＥＢでの無

料解除などの取組も行っているところでございます。 

 以上、ＳＩＭロックについて、当社の考えにつきまして申し上げさせていただきましたが、

改めて最後になりますけれども、本件の検討に際しましては、公正競争の促進、利用者利益

の保護に向けて、ＳＩＭロックの条件の見直しだけではなく、指定機種の購入条件や広告表

示につきましても併せてトータルでご議論いただきたく思いますので、よろしくお願いい

たします。ドコモからは以上でございます。ご清聴ありがとうございました。 

【新美座長】  どうもありがとうございました。 

 それでは、続きまして、ＫＤＤＩ株式会社執行役員渉外・広報本部長の古賀康広様からご

説明をいただきたいと存じます。よろしくお願いします。 

【ＫＤＤＩ（古賀）】  ＫＤＤＩ、古賀でございます。本日ご説明の機会をいただきまし

て、ありがとうございます。弊社資料１－３に沿いまして、ご説明させていただきます。 

 ページをめくっていただきまして、１ページ目、「はじめに」というところでございます。

当社で１０月１日から提供予定の割賦残債免除プログラム、「アップグレードプログラムＤ

Ｘ」と呼んでおりますけれども、ここにつきまして端末の購入者が別のネットワークで利用

を希望される場合、ＳＩＭロックにより１００日間利用できないということについては問

題点の指摘があるということは認識しております。 

 本題に入る前に少し経緯をご説明させていただきますと、弊社２０１７年の７月に他社

に先駆けて、分離プラン、毎月割とか、端末の購入補助のないプランを発表いたしました。

そのときにお客様が端末をできるだけ買いやすいような工夫ができないかということで、

そのときはａｕ回線の利用者に限定はしておりましたが、このＤＸの前の「アップグレード

プログラムＥＸ」というプログラムを導入いたしました。ＤＸのプランとかなり同じような

プランでございますけれども、今回のプランにつきましては、他社の回線の利用者でも利用

できるということが、今回のプランとは異なるところでございます。 
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 スマートフォンにつきましては、およそ２年で新しいものが出るので、それをどんどん買

い換えたいと、スペックもよくなる、いいものが出てくる、特にこれからは５Ｇ時代に新し

いものも出てくるということで、是非ともお客様には通信料金はできるだけ安く、端末につ

いてもお買い求めやすいようにということで、今回のプログラムを出させていただきまし

た。とは言いましても、ＳＩＭロックにより囲い込みになるのではないかというご指摘もい

ただいておりますので、弊社といたしましては、次のページ以降、真摯にここについては改

善の取組に対応してまいりたいと考えております。 

 ２ページ目でございます。総務省様から資料１－１の１８ページで論点をお示しいただ

いておりますので、これに沿いましてご説明をさせていただきます。 

 １つ目が、利用者以外の者に対して端末を販売する場合。これにＳＩＭロックをかけるの

は過度な措置ではないかというご指摘でございます。弊社の考えでございますけれども、割

賦の不払い等の可能性が低いことを確認した上で、ＳＩＭロック解除の対応をすることを

検討したいと思っています。特に今回、回線は契約しない、端末だけの契約で割賦というこ

とになることと、これまでは１００日間経ってからＳＩＭロック解除をするものを、今回は、

ほぼ新品の状態で持っていっていただくということで、不当な行為が行われる可能性が高

いのではないかと考えております。総務省様の資料の注の１つ目、例えば、割賦支払いの申

込みがあった時点で、プログラム利用料の一括払いを求めること等はどうかといった例が

挙げられておりますけれども、弊社としましてもこういった例も含めまして、どんな対応が

取れるのかということは考えた上で対応していきたい、また、ガイドラインができれば、そ

れに則ってきちんと対応していきたいと考えております。 

 ３ページ目でございます。２つ目の問題、既にＫＤＤＩのお客様であったり、アップグレ

ードプログラムに入っているような他回線の利用者、過去の支払いに問題がなかった者に

ついて、また次の端末を購入する場合にＳＩＭロックをかけるのは、過度な措置ではないか

ということでございます。 

 弊社の考えでございます。過去の支払いに問題がなかったとしても、未払いによるリスク

は存在することを考えておりますので、新たな割賦契約における不払い等の可能性が低い

ことをお客様に負担をかけない程度に確認した上で、ＳＩＭロック解除の対応をすること

を検討しております。 

 ４ページ目でございます。端末割賦の購入時の未払いの発生状況ということで、一番最近、

２０１９年６月ご購入の実績で、９月のはじめに確認した数字を構成員様限りで示させて
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いただきました。新規に当社でご購入されたお客様、以前より当社でご購入されているお客

様、それぞれ初回請求においての未払いというのが、この程度の数字で発生しております。

これは件数ベースでございまして、実際の請求額に占める比率というのは、新規と機種変更

ごとに数字が取れなかったのですが、額で言いますとこれの倍程度の数字、かなり大きい数

字というのが、お支払いいただけないお客様が発生しているということでございます。ＳＩ

Ｍロックということで一定のハードル、セーフガードをかけるという措置は有効であろう

と考えております。 

 ５ページ目でございます。そういったことで、新規に当社でご購入されたお客様、以前よ

り当社でご購入されているお客様、いずれのお客様にも一定の未払いというのがどうして

も発生いたします。新たに割賦契約を締結する場合には、過去の支払いに問題がなかったお

客様に対しても、未払いや詐取防止の取組を実施する必要があると考えております。他の業

界でありましても、割賦の完済履歴があった場合でも、改めて新たな割賦契約を締結する場

合には、割賦の審査など、未払い防止のための措置というのを行うのが一般的ではないかと

いうことで、一律無条件でＳＩＭロックを外すというのは、弊社としては取り得ないのでは

ないかと考えております。 

 ６ページ目でございます。３つ目の論点でございますけれども、割賦で端末を購入した利

用者が通信契約を解約する場合、端末の購入から１００日以内であっても、即時に当該ＳＩ

Ｍロック解除の申入れに応じることが必要ではないかということでございます。これにつ

きましては、お客様の求めに応じて、（１）等と同じように、割賦の支払い等の可能性が低

いことを確認した上で、ＳＩＭロック解除の対応をすることで取り組みたいと考えており

ます。 

 最後ですけれども、７ページ目でございます。本対策を講じる上では、システム対応が必

要になってきます。実施すべき使用が今の段階ではまだ未確定であり、やっと議論している

ところということです。１０月１日に向けて、事業法改正に伴う改修含め開発リソース、か

なり逼迫しているという要因がございますので、相応の準備期間が必要であろうと考えて

おります。 

 また、システム対応に係る時間があるので、それまでの間もということで、急ぎ暫定対応

を行おうと考えております。それにしても相応の準備期間が必要でございますので、これに

つきましてはご配慮いただきたいと考えております。 

 弊社からのご説明は以上でございます。 
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【新美座長】  どうもありがとうございました。 

 それでは、続きまして、ソフトバンク株式会社、渉外本部本部長の松井敏彦様からご説明

をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

【ソフトバンク（松井）】  ソフトバンクです。本日はご説明のお時間をいただきまして

ありがとうございます。 

 まず、資料の説明に入る前に一言だけ述べさせていただければと思っております。前回の

この会合の中で、弊社のサービスについていただいたご指摘並びに一部ご批判につきまし

ては、この場できちんと弊社からご説明をさせていただく責務があると考えておりますの

で、少々時間がオーバーするかもしれませんけれども、本日は当該サービスに関する当社の

考え方から述べさせていただきたいと考えております。 

 後述いたしますけれども、当社のサービスに関しましては、分離の趣旨に沿っているとい

う認識の下で、事前ルールとの整合も確認の上、導入に至ったものです。従いまして、当該

サービスの導入等に付随して、新たな課題、今回の場合で言うとＳＩＭロックだと思うので

すけれども、こちらが課題認識されたということがあったとしても、あたかも元から弊社の

サービスが、ここを先達したサービスであったかのように受け取られるということは、ルー

ルの中でいろいろ創意工夫をしていくということ、あるいは、消費者によりよいサービスを

提供しようとする企業努力、そういったものの否定にもつながりますので、一私企業として

は、なかなか不適切な影響を被ることもあって、厳しいところでもございます。つきまして

は、これは誠に勝手なお願いで恐縮ではございますけれども、今後、この場でご議論いただ

く際ですとか、また、メディアの方がこの件を記事にされる際につきましては、そういった

点については一定のご配慮をいただけると非常にありがたいと考えております。いずれに

しましても、当社としましては、今回の議論並びに今後の検討には参画させていただき、結

果、定められた内容につきましては真摯に対応してまいる所存ですので、引き続きよろしく

お願いいたします。 

 前置きが長くなりましたけれども、資料１－４に基づいて説明をさせていただきます。ペ

ージをおめくりいただきまして１ページ目、目次ですけれども、本日は目次にある４点につ

いてご説明をさせていただきます。 

 ３ページ目をご覧ください。当社の「半額サポート＋」についてです。こちらは時間の都

合上、詳細な説明は割愛させていただきますけれども、特定条件を満たした場合に機種代金

を最大半額、支払い免除にして下取りを行い、お客様が端末を購入しやすくなるというプロ



 -14- 

グラムでございます。また、改正法の端末分離の趣旨に従いまして、ソフトバンクユーザ以

外でも利用可能ということにしております。 

 ページをおめくりいただきまして４ページ目は、「半額サポート＋」のイメージについて

図示しておりますけれども、こちらも総務省様のご説明と重複しますので、詳細な説明は割

愛させていただきたいと思います。 

 ５ページ目をおめくりください。こちらは前回の議論の中で出ました、当該サービスに関

してのこれまでの主なご指摘を弊社なりにまとめたものでございます。 

 １点目は、過剰な端末値引きの懸念です。 

 ２点目は、機種購入を残債免除の条件とすることの是非です。 

 ３点目につきましては、「半額」という表記あるいは表現の問題です。 

 ４点目につきましては、当社の利用者以外が端末購入をした場合で、１００日間、ＳＩＭ

ロック解除不可となるという点で、主にこれらに集約されるかと認識しております。 

 ６ページ目以降で、それぞれのご指摘に対しての当社の考え方を述べさせていただいて

おります。 

 まず、大前提としましては、「半額サポート＋」につきましては、冒頭も述べさせていた

だいたのですが、完全分離に即したビジネスモデル、すなわち、当該端末ビジネスは通信ビ

ジネスとは切り離して完結しております。図を見ていただければわかりますように、新たな

サービス、図の右側につきましては、プログラム料というものを追加徴収することによって、

通信ビジネスに依存せず収支が成り立つモデルとして設計をさせていただいたところが、

今回のプログラムの肝でございます。 

 ページをおめくりいただきまして７ページ目は、そちらをより分解してイメージ的に図

示しているものですけれども、具体的にはプログラム利用料、端末の回収、下取り、あとは

新たな端末購入を条件とすることで、残債免除をするということで、全体の収支が成り立つ

という形のビジネスモデルを構築しております。 

 続きまして８ページ目、端末購入の選択肢を示しております。こちらの図にありますとお

り、「半額サポート＋」につきましては、入口の部分あるいは出口の部分もそうですけれど

も、端末購入方法の選択肢の１つでして、端末買換時、どの方法でも残債支払いが不要にな

る。すなわち、一度「半額サポート＋」に入ったからといって、ずっとそこに拘束されるわ

けではなくて、プログラムの再加入は不要としていることを示しております。 

 ページをおめくりいただきまして９ページ目は、当該プログラムの告知や案内について
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です。こちらは最大半額となる条件ですとか、プログラム行使時の条件あるいはプログラム

利用料がかかる点などについて、お客様のご理解を得るように、適切な告知ですとか、店頭

の案内を徹底しております。今後より一層、丁寧な説明ですとか、表示には心がけていく考

えですし、足りない部分などのご指摘がありましたら、そこについては真摯に対応していく

所存です。 

 ページをおめくりいただきまして、１０ページ目はＳＩＭロックについてです。こちらは

大元に戻りまして、ＳＩＭロックはもともと不払いですとか、持ち逃げリスク等を防止する

ために必要最小限で、今１００日行うことが認められているものです。ただし、このＳＩＭ

ロックの「半額サポート＋」の一部制約となり得るというご指摘に関しては、一定の理解が

できるところですので、そちらについてはより具体的に次の章で述べさせていただきたい

と思います。 

 ページをおめくりいただきまして、１２ページをご覧ください。まず、これは当たり前の

ことのおさらいですれども、ＳＩＭロックの必要性ということで、他の会社さんも述べられ

ておりましたが、本来は端末代金の未回収リスクをなくすという観点では、端末代が完済さ

れた場合にＳＩＭロック解除を行うということが基本的な考えではあるのですが、それで

すとかなり利用者利便が低いということで、事業者が未回収リスクを負うという形で最低

限のロック期間を設定しております。 

 １３ページ目をおめくりください。こちらは現状のＳＩＭロック解除のルールです。こち

らも総務省様の資料にもございましたけれども、支払い確認のためにＳＩＭロックが認め

られる最低限の期間として、購入から１００日ということで規定されました。ちなみにこれ

は、お客様の利便性と天秤にかけて１００日ということが決められておりますので、キャリ

アがこのリスクを負っているということで、１００日かかっていれば当該リスクは解消さ

れているというものでは当然ございません。 

 ページをおめくりいただきまして、１４ページ目です。「半額サポート＋」と通信契約の

関係について、少し補足的にご説明させていただきます。「半額サポート＋」をご利用いた

だいた際ですけれども、当初ＳＩＭロックがかかっていた状態でも他社通信契約のご利用

者あるいは利用予定者の方が利用可能な選択肢は一定存在するということを、ここで一応

ご説明をさせていただきます。 

 １つ目は、ＭＶＮＯです。ＭＶＮＯに関しては、ロックがかかった状態で即時利用可能で

あるという点。 
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 ２つ目は、前述のとおり、端末単体購入というのは可能ですので、特に弊社との契約を結

ぶのは必須ではないという点。 

 ３つ目としましては、当社は２年縛りというのを今回の事業法改正の観点で新プランよ

り完全に撤廃いたしましたので、買いに行ったとき、当社と通信契約を結んでいただいとし

ても、いつでも解除料なしに契約も離脱可能であるという３点がありますので、一応この点

は認識していただければと考えております。 

 １５ページ目をご覧ください。以上のことから、ＳＩＭロックの存在によって、当社の今

回のサービスが決定的に問題があるというところまでは考えていなかったのですけれども、

一方で、ご指摘のとおり、一部の利用者の方がＳＩＭロック期間の１００日間の存在により、

当社プログラムをすぐにはご利用できないという点は理解できるところです。従いまして、

こちらは１００日を待たずにロックを解除して、それらのユーザの方が利用可能な何らか

の選択肢について速やかに検討していきたいと考えております。 

 ページをおめくりいただきまして、１７ページ目、今後の検討に当たっての購入事項とい

うことで、見直しの議論の今後の考慮いただきたい点について述べさせていただきます。 

 まず、こちらは繰り返しになるのですけれども、前例としましては、当社サービスに関し

ては、現行の各種法規制に反していない認識で、事前にルールの整合等も確認しております。 

 ページをおめくりいただきまして、１８ページ目、その点も踏まえまして、ＳＩＭロック

ルールの再度の見直しに当たっては、丁寧な議論プロセスを要望させていただきたいと考

えております。一例としましては、この注釈の２に書いてありますけれども、単に意見募集

をするということだけではなくて、直接的な影響を被るであろうベンダーさんですとか、販

売店さんとかの意見もきちんと聞いていただきたいと考えております。 

 また、関連ガイドラインの改正を行うとなった場合には、これはＫＤＤＩさんもおっしゃ

っていましたけれども、対応までに相応の猶予期間は必須と考えておりますので、ここもご

配慮いただきたいと考えております。 

 ２０ページ目をおめくりください。「最後に」ということで、一部繰り返しになってしま

いますけれども、弊社の考えのまとめを述べさせていただいております。 

 読み上げさせていただきますが、当社の「半額サポート＋」に関しては、これまでのルー

ルですとか、通信と端末の完全分離の趣旨を遵守して設計している認識ではございます。 

 定められたルールの中で、事業者の創意工夫によって、利用者の皆様に魅力あるサービス

を提供し、利便性向上のため、最大限の努力を行うということは企業としては当然の責務で
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あると弊社としては考えております。 

 ですので、これらの自主的な取組が、事前規制あるいは、それにほぼ近しいような規制に

よって当該サービスの排除あるいは修正を余儀なくされるのであれば、今後のサービスの

発展や企業活動を委縮させる懸念が著しく高いと考えております。 

 従いまして、電気通信サービス等の健全な発展のため、当然新しいルールの導入を議論の

中でやっていくということは全く否定するものではございませんけれども、その場合には

市場の動向等を踏まえて、十分な検討の期間、検討のプロセスを踏んでお願いしたいと考え

ております。以上で、弊社の説明を終わりにさせていただきます。ありがとうございました。 

【新美座長】  ご説明、どうもありがとうございました。 

 それでは、ただいま３社からご説明をいただきましたが、その内容に関しまして、ご質問、

ご意見がございましたら、ご発言をお願いいたします。 

 なお、最初に大谷委員からコメントが寄せられておりますので、事務局からこの点につい

て、最初にご紹介いただけますでしょうか。 

【仲田料金サービス課課長補佐】  事務局でございます。大谷構成員からのご意見を読み

上げさせていただきます。 

 ＳＩＭロック解除の猶予期間、１００日が結果的に自己の通信サービス利用者を優遇し、

他社ユーザを自己の通信サービスに誘引する効果を持ってしまっている点に問題があると

感じます。そのような今回の懸念が現実にあるため、他社が追随する端末販売プランを矢継

ぎ早に打ち出すのでしょう。ＳＩＭロック解除猶予の期間があることは、与信の適切さを担

保するため合理的ですが、これを濫用した端末販売のビジネスモデルには歯止めがかかる

ように議論を期待しております。本日の欠席、申しわけありません。以上でございます。 

【新美座長】  ありがとうございます。 

 大谷委員からは、今のようなご意見が寄せられております。それに加えて、あるいはそれ

以外でも結構でございます。ご質問、ご意見がございましたら、ご発言よろしくお願いしま

す。いかがでしょうか。 

 では、佐藤構成員、お願いします。 

【佐藤構成員】  幾つか確認したいこともありますが、入口の議論になります。ドコモの

資料の４ページでは、他の２社のプログラムは法改正の趣旨に反していると記述がありま

して、私も同じように考えています。ソフトバンクへの質問です。法改正において端末・通

信の分離だけでなくて、消費者に対してわかりやすい料金であること、またスイッチングコ
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ストを減らし消費者選択を増やすとか、そういうことも議論してきたわけですが、今回ソフ

トバンクが提案した端末料金プランが、そういう意味ではスイッチングコストを下げる、囲

い込みを減らすようなことに対応しているかというと、そうなっていないと思われるとこ

ろです。そういう意味で、私からすると、今回の法改正の趣旨に沿っていないのではないか

と考えています。ソフトバンクは「ルールは守っています」、さらに「法改正の趣旨も守っ

ています」と言えますか。「ただ、これが趣旨に沿っていないと言われるのであれば、新し

い追加のルールなりが必要であれば、総務省はちゃんと議論してそういうものをつくって

総務省として対応していただければ結構です」と言われたように思うのですけれども、そう

いう理解でよろしいですか。 

【ソフトバンク（松井）】  はい。その理解で結構です。弊社が言いたかったのは、これ

は冒頭もお話したのですけれども、捉え方はいろいろあると思うのですが、我々は完全分離

に対応したプランをつくったという認識で、ある意味、端末の部分に関しては、通信とは隔

絶されたといいますか、物販の領域に落ちていると思っております。その物販の中で端末の

料金を供給しやすくしたり、お客様が買いやすくするということをすること自体は否定さ

れるものではないと考えておりまして、それは端末領域と通信領域それぞれでお互い競争

が促進すれば、ユーザの便益にも最終的にはつながるものと考えております。 

 物販に関しましては、今回、キャリアがやっているということに関して、いろいろ言われ

ている部分があるのではないかと思うのですけれども、例えば、ベンダーさんとかが同じよ

うなプログラムを入れたときに、これも問題になるのかとか、その辺も気にしておりますし、

完全に物販に切り離されているということが前提であれば、いろいろ物販の中では当然、車

などである残価設定クレジットみたいな話ですとか、あるいはボリュームディスカウント

とか、リピーターの人に対して２回目以降安くするとか、１台買ったら２回目は半額にする

といったビジネスモデルというものは一般的にありますので、そこに関して分離モデルの

中で問題があるのかということに関しては、少し議論を深めさせていただいたほうがいい

のかと弊社としては考えている次第です。 

【佐藤構成員】  はい。まあ、言われていることがわからないわけではありません。きち

んと分離モデルを実施しているので、あとは事業者の判断でいろいろな割引をつくれると

ころがあるはずだということですね。ただ、ソフトバンクのプランが、強い囲い込みにより

スイッチングコストを高くし、競争に何らかマイナスの影響があるのであれば、委員あるい

は総務省はそれが妥当かどうかの議論すべき立場にあると思っています。 
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 同じくＫＤＤＩに伺うと、前回、構成員からいろいろな意見が出て、それなりに対応しま

すということを言われ、すなわちＳＩＭロックの解除について不払い等の可能性が低いの

を確認して適切に対応しますと言われて、その後、数字を示し、そうは言っても結構不払い

多いですよと主張しているようにも思います。ということは前向きに対応するのか、あるい

は後ろ向きなのか。本当は前向きに対応するつもりであれば、例えば、具体的にはこういう

ことも考えているのですよというところがあれば、説明いただければありがたいです。 

【新美座長】  では、ご質問はＫＤＤＩさんだけでよろしいですか。 

【佐藤構成員】  結構です。 

【新美座長】  では、ＫＤＤＩさん、よろしくお願いします。 

【ＫＤＤＩ（古賀）】  ＫＤＤＩでございます。 

 未払いの率を出した趣旨は、それなりに多いということと、今までＫＤＤＩの回線のお客

様であった方であっても、それなりの数字があるということで、全く新規で他社回線を使う

お客様だけでなくて、弊社の今までのいいお客様ではありますけれども、もう一回新たに買

い換えて、例えば、１０万とかの割賦を組むときには、もう一度それなりのＳＩＭロックと

いう形で措置は取りますと。ただし、新規であれば何らかのお金を、例えば、プログラム料

であるとか、何カ月分であるとかというのを最初に払っていただいて、それでちゃんとやっ

ていただくということが確認できるというのを、１つ何かルールを設けて、その方には即時

に解約をするということで、そういった一定のルールの中でやっていったらどうかという

ことで、特にやらないというような意図は全くございません。 

【新美座長】  よろしいでしょうか。 

【佐藤構成員】  はい。 

【新美座長】  ほかにご質問、ご意見ございましたら。 

 では、北構成員、どうぞ。 

【北構成員】  ＫＤＤＩさんが、構成員限りで数字を出していただいていて、喋りづらい

のですが、結構高いなという印象の数字であります。ただ、２年前に１００日ルールをつく

ったときよりも数字が上がっているような気がするのと、あと、これは初回、１回目の請求

についてであり、その後、コールセンター等からの「お支払いどうなっているのですか」と

いう問い合わせに対して、「すみません、口座残高が足りなくて。すぐ振り込みます」とか、

「２回目と一緒に合わせて支払います」といった形で、結局、その後はちゃんとお支払いい

ただく人の分も入っていると思うので、それを除くとどのぐらいになるのか。数字が言えな
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いから難しいと思うのですが、かなり低くなるのではないかと考えているのですが、いがで

しょうか。 

【ＫＤＤＩ（古賀）】  ＫＤＤＩでございます。 

 ご指摘のとおり、当然、何カ月かやって、督促などをかけていくことで収納の率は上がっ

ていくというのはご指摘のとおりでございます。 

 あと、１８０から１００日の議論をしたときにお示ししたときは、実はもっと高い率でし

た。それが分離プランになり、端末で買ってという不正なのが徐々に少なくなり、我々とし

ても１００日ではあってもＳＩＭロックをかけるということと、ネットワーク利用制限と

いうことで通信というものが使えなくなるというものまでやるといった、そういうものを

組み合わせ、あと督促をすることで、それなりの効果が出てはいるのだろうと思っています。

ですので、健全に市場がなっていく中で、ＳＩＭロックとか、ネットワーク利用制限とか、

そういうことを回線の利用者としてやるというのが１つの手段だろうと。他の回線に行く

方にということでいきますと、ＳＩＭロックというのが１つのセーフガードになりますの

で、我々としては何かの確認という措置をもって、「じゃあ、開けましょう」ということで

あれば、両方のバランスを取った取組ではないかと考えているようなことでございます。で

すので、ご指摘の点はたしかにその通りですけれども、我々としてはＳＩＭロック等のいろ

いろな措置によって、今の健全な仕組みにだんだんと持っていっていると考えております。 

【新美座長】  よろしいでしょうか。 

 今の関連で確認したいのですが、不払い可能性の確認はどのような方法で行われるので

すか。というのは、先ほど、ずっと不払いがない完済してきた人でも、ロックをかけるのが

原則だとおっしゃったのです。そうすると過去のデータは当てにならないわけですね。どう

いうデータで不払いの可能性を確認するのでしょうか。 

【ＫＤＤＩ（古賀）】  その意味では、過去の払ってきていただいたというもの自体は、

払っていただけるであろうという１つの証拠にはなると思うのですけれども、例えば、今ま

で安い端末で、今回、たとえ十何万のものに買い替えますという場合。これは日本人の場合

も外国人の場合もあるかもしれませんけれども、高い端末を買って、外国に行ってといった

ようなことで、持ち逃げじゃないですが、それが意図的なのか、そうでないのかというのは

ありますが、そういうことに対して一定の歯止めをかけるという意味ではＳＩＭロックと

いう仕組みで海外では使えませんよといった仕組みは合理的だろうと思います。 

 だから、そういった合理的な仕組みの中で、何をやればそれが確認できるのかというのは、
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本当は全部払っていただければいいし、今までは１００日というルールだったと思ってい

ますけれども、今回は、例えば、プログラム料を前払いしていただくとか、何かデポジット

をいただくとか、それなりの一定の確認措置みたいなものがあった上で、「じゃあ、リスク

はありますけれども、解除しましょう」といった一定の線を決めて運用すればいいのかと考

えております。 

【新美座長】  それも今のご説明に関連するのですが、デフォルトでロックをかける理屈

にはならないですね。怪しい人にかければいいので。 

【ＫＤＤＩ（古賀）】  我々としては、一旦ロックをかけた上で、そういった確認ができ

た人に対してロックを解除するといった運用がシンプルだし、ドコモさんは店舗での盗難

ということもおっしゃられましたけれども、我々としては一旦ＳＩＭロックをかけた上で、

大丈夫だという確認が取れたものを解除するという措置が妥当なのではないかと考えます。 

【新美座長】  分かりました。ほかにご質問、ご意見は。 

 どうぞ。大橋構成員。 

【大橋構成員】  どうもありがとうございます。先ほど松井さんがおっしゃった、これは、

所詮は物販なので、だから、高額な耐久消費財についてどのような販売の仕方があるのかと

いうことだと思っています。そのときに、よくわからないのが、携帯はＳＩＭロックという

手段で、それを一定程度ガードすることをやられていますとおっしゃっているのですが、ほ

かの耐久消費財、例えば、車とか、別にＳＩＭロックはないわけですね。何をやるかという

と、これは別に１００日待たなくたって、先ほどデポジットとかおっしゃったのは１つのよ

くやられる商慣習だと思いますけれども、初回にある程度払わせるなり、クレジットカード

をひかせるなりすれば、その場でわかるわけですよね。そうすれば、ここで懸念されている

事項の大半は、実は解消されているのではないかという気がしていて、それが物販として見

たときにどうですかと。 

 もう一つ、流通の観点で盗難とかおっしゃるのも、ＳＩＭロックが必須なのかというのは

よくわからなくて、ほかだって別にＳＩＭロックはかからないけれども、高額なものは流通

上のっているわけで、それはそれなりの対策をしながら、盗難対策をやっているわけで、別

にそれがＳＩＭロック必須の理由にならないのではないかと私は思っていて、そういう意

味でいうと、高額な耐久消費財をどう扱うのですかということに話をもってくれば、別にＳ

ＩＭロックである必要があるのですかというのは率直に思います。 

【新美座長】  ありがとうございます。 
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 その点、何かありましたら。 

【ソフトバンク（松井）】  まず、はじめのご質問の観点に関しましては、弊社のプレゼ

ンの１５ページにも書かせていただいたとおり、誤解があるとあれですけれども、我々は何

もやらないと言っているわけではなく、基本、ＫＤＤＩさんと一緒です。そこに関しては１

００日を待たずに、先ほどいろいろ出た案の何がいいかというのはまだ煮詰まってはござ

いませんけれども、そういうことを対応して、即時なのかわからないのですが、今、１００

日というのはさすがに利便性が低いということで、縮めるなり、なくすことを検討していく

ことに関しては、全く異論がないというか、それをシャットダウンしているということでは

ないとご理解いただければと思います。 

 ２点目のＳＩＭフリーの盗難の話に関しましては、こちらはもともとの今まで、例えば、

人気のあるＡ社さんの端末というので、ロック端末ではありましたけれども、ここで具体的

な数字は出せないのですが、２０１５年とか、２０１６年とか、極めて高い金額が盗まれた

という盗難事案が結構ありました。それはあくまでもロック端末ではあるのですが、これを

納入というか、最初からフリーにしたときには、ロック端末であれば当然、我々でいうとソ

フトバンクのネットワークでしか使えない端末で、もちろん、ロック解除業者みたいなもの

もいるとは思いますけれども、ＳＩＭフリー端末になれば、当然ほかのキャリアさんですと

か、海外みたいなところで盗難される端末の市場価値と言いますか、そういった用途が大き

くなることは間違いないので、我々としては少なくとも最初にフリーの状態で入れるとい

うのは、そこの盗難リスクという意味でも、現時点では許容できるレベルではないのかと考

えております。 

【新美座長】  ありがとうございます。 

 ほかにあれば。長田構成員。 

【長田構成員】  今のところですけれども、これは３社さん皆さん共通することだと思い

ますが、例えば、現金一括で買って、その店頭でＳＩＭを外してもらうときに、手数料を取

っていらっしゃいますよね。今の話でいくと、盗難にあったときのリスク回避のために、御

社のためにロックをかけていらっしゃる。それを購入したユーザに金を払わせてロックを

外すというのは、私としてはとても納得がいかないのです。まず、先ほどの割賦を払わない

人のためというのは、また別の話だと思いますけれども、少なくとも買い取った人に対して、

ＳＩＭロックを外すのに手数料を取るというのはどういう思想からなさっているのか教え

てください。 



 -23- 

【新美座長】  各社さんですか。 

【長田構成員】  はい。 

【新美座長】  それでは、ドコモさんから順番にお願いします。 

【ＮＴＴドコモ（田畑）】  ＳＩＭロック解除の手数料については、店頭の場合、有料で

３,０００円ほどいただいておりますけれども、ＷＥＢで行う場合は無料とさせていただい

ております。 

【長田構成員】  いや、買ったときに持って帰るに際してＳＩＭロックを外してもらいた

いという要望、つまり、持って帰って自分でオンラインでやりなさいというのではなく、ド

コモさんの盗難防止のために、盗難されてもリスクを回避するためにＳＩＭロックをかけ

ていらっしゃるのですよね。それなのに、それを外す手数料を購入した人から取っているの

はどういう理由ですか。 

【ＮＴＴドコモ（田畑）】  前回、消費者保護ルールの検証に関するＷＧだったかもしれ

ませんけれども、同じようなご質問がありました。もう一つ理由があって、店頭で無料で行

ってしまいますと、中古の端末の受付もしているのですけれども、業者さんも含めて端末を

大量に持ち込まれますと、通常のショップの業務が混んでしまって、その影響を受けるとい

うこともありまして、店頭では有料ですが、ＷＥＢであれば無料でということで、そういっ

たすみ分けをさせていただこうというので始めさせていただいております。 

【長田構成員】  ごめんなさい、質問の趣旨が伝わっていないかもしれないのですけれど

も、ドコモさんのショップで購入して、全額お支払いした場合のことです。 

【ＮＴＴドコモ（田畑）】  そうですね。そこは現時点では有料になっているというのは

事実でございます。 

【新美座長】  では、次、ＫＤＤＩさん、お願いします。 

【ＫＤＤＩ（古賀）】  現状の弊社の運用ですと、店頭で一括で払っていただいたお客様

についても、店頭での確認ですが、現金で弊社の入金というか、現金で一括でお支払いにな

ったという確認は、翌日に確認できるということになっていまして、その場でＳＩＭロック

を解除するという方法を取っておりません。できるだけ店頭で時間のかかるようなものを

やるというよりは、ＷＥＢでやっていただくということで、ＷＥＢは無料ということで今は

運用しております。もともとＳＩＭロックをかける趣旨につきましては、今まで申し上げた

とおり、盗難もございますし、弊社としては不正な利用を防止するということで、一旦はＳ

ＩＭロックをかけた端末ということで販売してという流れの中で、そのようになっている
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ということかと思っております。以上です。 

【新美座長】  では、ソフトバンクさん、お願いします。 

【ソフトバンク（松井）】  弊社に関しては即時対応をさせていただいているのですけれ

ども、まず、代理店に関しては、そこでやる場合には代理店さんの手数料というか、作業費

といった形で料金をお取りしていることは事実です。ドコモさんがおっしゃられたような

負荷みたいな点も考慮しているところも背景としてはございますが、直接的には代理店の

クルーの皆さんの作業費という形です。ただし、そこに関して自分でやるというか、無料で

やりたいというお客様がいれば、そこでお客様自身がＷＥＢで無料で解除することもご案

内することをさせていただいておりますので、そこはお客様のニーズに応じてお選びいた

だければよいのではないかと考えております。 

【新美座長】  ほかにご質問、ご意見ございましたら。 

 では、北構成員、お願いします。 

【北構成員】  それに関連して、今、お答えできないのではないかと思いますが、代理店

さんでＳＩＭロックを解除したときの手数料は、代理店さんに支払われているのかどうか

確認したく。今、わからないのではないかと思うので、後日でも。わかる方は今教えていた

だきたいです。 

【新美座長】  お答えいただけるならば、どうぞ。 

【ＮＴＴドコモ（田畑）】  ドコモでございます。 

 ＳＩＭロックに係ることで幾らとか、個別ではございませんけれども、例えば、ほかにフ

ィルタリング設定とか、いろいろな店頭でやる手続がありますが、そうした件数に応じた支

払いをしているということでございます。支払いはありますが、個別の設定ではないですけ

れども、いろいろな手続きに対応していただいた件数に応じてお支払いをしているという

ことでございます。 

【北構成員】  トータル？ 件数による？ 

【ＮＴＴドコモ（田畑）】  トータルというか、個別の設定はございませんけれども、そ

の他いろいろな処理の手続がありますが、やっていただいた件数に応じて支払いをしてい

るということです。 

【北構成員】  当該のお店でＳＩＭロックを今月何件やってくれたから、その分手数料を

幾ら払います、ということではないということですね？ 

【ＮＴＴドコモ（田畑）】  ＳＩＭロックだけではなくて、いろいろな手続きがあります



 -25- 

が、そういったものも含めてトータルの件数でというお支払いの仕方をしております。個別

にＳＩＭロックで幾らということではないということだけで、やっていただいた件数に応

じてお支払いはしているということです。 

【大橋構成員】  多分、あれですよね。３,０００円が適切な額なのかということも含み

で聞かれているのだと思います。 

【ＮＴＴドコモ（田畑）】  正確には後日……。 

【新美座長】  それでは、ＫＤＤＩさん、答えられる範囲で結構です。 

【ＫＤＤＩ（古賀）】  情報を持っておりません。 

【新美座長】  はい。 

 では、ソフトバンクさん、どうぞ。 

【ソフトバンク（松井）】  はい。SIM ロック解除の手数料のお金の流れに関しては把握

しておりませんので、確認次第、公開いたします。 

【新美座長】  それでは、よろしくお願いします。 

 ほかにご質問は。北構成員、どうぞ。 

【北構成員】  総務省さんにまとめていただいた資料の６ページ目で、「半額サポート＋」

は９月１３日から、「アップグレードプログラムＤＸ」は１０月 1日から始まりますが、端

末購入は、回線契約が自社だけでなく他社ユーザでも可能という中で、端末保証の欄があり

ます。これは完全分離時代には問題になるだろうということはわかっていて、以前、ソフト

バンクさん、ドコモさん、ＫＤＤＩさんとも、これについては将来問題になるよねという話

はしていたのです。今のドコモさんの「スマホお返しプログラム」のように、端末を回線契

約者にのみ売りますという中で考えれば、回線契約と紐づいて端末を保証するというのは

良いのではないかということであって、物販になったらどうするのだということは、そうな

ったときに考えようと思っていました。こんなに早く物販されるとは思わなかったわけで

す。実際に１０月から端末だけを買うお客さんと、ソフトバンクさん、ＫＤＤＩさんの回線

と一緒に買われる方で、端末保証に差が出てきますので、ここは何らかの手を打たないとい

けません。その端末をほかのキャリアに持ち込んで、その会社の端末保証に入れるかという

と、おそらく私の知る限り、３社さんは今、受け付けていないと思います。たしか楽天モバ

イルさんは受け付けているじゃないかと思います。消費者保護という観点から考えたとき

に、完全分離時代における端末保証のあり方を、ＳＩＭロックと併せて議論しなければいけ

ないのではないかと思います。回線契約のないユーザの面倒はアップルケアに入ってくだ
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さい、あるいはアンドロイドであれば、メーカー保証１年の中でやってくださいというのか、

ぜひＫＤＤＩさんとソフトバンクさんにコメントをお願いしたいと思います。 

【新美座長】  では、その点、まず、ＫＤＤＩさん、よろしくお願いします。 

【ＫＤＤＩ（古賀）】  今、答えを持ち合わせておりません。検討かとは思っております。 

【新美座長】  では、ソフトバンクさん。 

【ソフトバンク（松井）】  検討中でございます。 

【新美座長】  ありがとうございます。 

 ほかにございますか。私も幾つかソフトバンクさんに伺いたいのですが、半額表示、広告

表示を大丈夫だとおっしゃるのですけれども、端末を返しますよね。そうすると、本当に販

売価格を当初どおりの額で表示していいのかどうかという疑問があるのです。というのは、

一般に消費者契約の場合、これで売りますというときには、一般には何カ月間、その価格を

言っていた場合に初めて割引の元の額が出せますというのが、消費者契約の場合には一般

的ですが、それとほぼ同じで、端末を返すことがわかっているのに、その額を差っ引かない

で半額ですというのは、どうも二重価格に近い印象を持つのですが、その辺のご議論はあっ

たのでしょうか。 

【ソフトバンク（松井）】  この表示に関しては、説明の中でも少し述べたのですが、我々

が当然、法的チェックなどを行ってやっているものではございますが、景品表示法あるいは

景品表示法だけではなくて消費者保護内の観点で誤認がないレベルで十分かということに

関しては、引き続きチェックをしておりまして、おっしゃったところも含めて、例えば、半

額になる条件、範囲ですとか、別途必要な料金というものを見やすい位置に入れたり、先ほ

どまさに新美座長がおっしゃられたようなところも含めて、今後いろいろご指摘をいただ

いた中で改善をしていきたいと思っておりますので、今やっていることが１００％満たし

ているからいいでしょうと、我々として主張していることではないので、いろいろご指摘を

いただいて、不十分なところは日々改善をしていきたいと思っております。以上です。 

【新美座長】  物販としてのスタンスを維持されるのなら、ぜひご検討いただきたいと思

います。 

【ソフトバンク（松井）】  承知しました。 

【新美座長】  同じところの、これはＫＤＤＩさんとソフトバンクさんに申し上げるので

すけれども、ＳＩＭロックはある意味で担保の手法だというのはわかるのですが、通常の物

販ですと、これは大橋構成員がおっしゃったようにＳＩＭロックという方法はないわけで
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すよね。そうすると、ＳＩＭロックをつけるというのは、ある意味で自社の通信ビジネスと

直接は結びつかないのですが、自社の通信サービス以外は、端末として機能しないものを売

るということになるのですけれども、その辺は端末として売りますと言っていいのか、どう

か。逆に言いますとね、それを端末として売るというのだったら、通信と結びつけているの

ではないかという印象も持つのですが、その辺のご議論はあったのでしょうか。 

【ソフトバンク（松井）】  まず、前提として、これは先ほどから申し上げているとおり、

ＳＩＭロック解除の何らかの形というか、ソリューションを考えていくというのが、まずあ

る上で、我々としては資料の１４ページでもご説明したとおり、弊社の回線、ソフトバンク

ユーザに限っているわけではなくて、これができているからいいでしょうと開き直りつも

りはございません。ただし、ＭＶＮＯですとか、いろいろな形で離脱するなりして、比較的

リーズナブルに別の通信契約に移るという選択肢も弊社としては残っているという認識で

すので、我々の中で議論したときには、そこが一定の自社のユーザに限定していないといっ

た、完璧なものではないですが、１つの理屈になるだろうという議論はございました。今、

議論になっているのは、それでは不十分ではないかというお話だと思いますので、そこに関

しては宿題として受け取っている次第です。 

【新美座長】  ありがとうございます。 

 では、長田構成員。その後、西村構成員。 

【長田構成員】  １００日間のＳＩＭロックの間、ソフトバンクさんの回線を使っている

ＭＶＮＯさんなら使えますという、それは囲ったことにならず、選択肢があるというという

のは、詭弁じゃないかと思います。それと、また２年後に買い替えたときに、もしＳＩＭロ

ックがかかってしまうと、他社で通信サービスを使っていた人は、またそこで何日間かわか

りませんけれども、何かトラブルを生じることがあるということまで含めて、よほど丁寧な

説明をしないと、大変なことになるのではないかと思っています。 

 それから、多分、この後、西村構成員がこうおっしゃってくださる、ソフトバンクのＭＶ

ＮＯでもそう簡単に同じじゃないですよね、というところも、前回、おっしゃっていたこと

も含めて、そこについてのご回答が「今は答えられないけれど、確認しておきます」とおっ

しゃっていたと思うので、それもぜひ。 

 では、西村構成員に足していただいてからということになると思いますけれど。 

【新美座長】  わかりました。 

 では、西村構成員、バトンを受け継いで、どうぞお願いします。 
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【西村（真）構成員】  個別のことというか、今回、３キャリアのプランが出そろったと

きに、ＫＤＤＩとソフトバンクで契約するのがすごくお得なように一瞬、消費者的には考え

てしまうのです。総務省でまとめていただいた資料の７ページに各事業者の残債免除プロ

グラムの適用イメージという表がありまして、実質支払額がどのくらいになるかというと、

ほぼパーセンテージはそんなに変わらないのですね。何となくドコモさんはあまり値引き

していただいていないような気がするのですが、実質はプログラム利用料が１万円弱かか

っているので、それを頭に入れないで、何となくＫＤＤＩとソフトバンクが有利だという流

れになっていて、ソフトバンクさんの資料の９ページなどの表示を見ていただくと、３９０

円だけ払えばいいみたいな誤解を招きかねないような部分があります。２年間の総額の支

出を比較して、各社のプランを考えましょうという話も「電気通信事業法の消費者保護ルー

ルに関するガイドライン」の中にも入ったこともありますので、ＫＤＤＩさんとソフトバン

クさんは法の趣旨までクリアしているかというと疑問であるのと、そういう法の趣旨を守

っているのかという疑問の会社が、何となく有利な立場に立っているのは不公平かという

気がしていますので、その辺をイーブンな形で競争していただきたいと思っています。 

【新美座長】  ありがとうございます。 

 長田構成員のご質問はよろしいですか。 

【西村（真）構成員】  あと、ソフトバンクさんの話で、ＳＩＭロックが１００日かかっ

ている商品を、一般的な端末だと言って売るのは、言い方に無理があるかと思いますし、Ｓ

ＩＭフリー端末とかを使うときのＳＩＭのセキュリティ上でＳＩＭを入れ替えていますと

かおっしゃっていましたけれども、その辺も都度、都度、言っていかないといけないとか、

３,０００円の手数料を取るとか、本当にセキュリティのためなのかという疑問もあるので、

その辺の不透明感が払しょくされれば、みんな安心して使えるかと思います。 

【新美座長】  ありがとうございます。 

 ほかにご意見はございますでしょうか。どうぞ、長田構成員。 

【長田構成員】  それで、広告表示のところで、ソフトバンクさんは、「それは検討しま

す」とはおっしゃっていますけれども、非常に問題だと思っています。ホームページを見て

も、この「半額サポート＋」についている「※」の説明のところには、プログラム利用料の

ことは書いていないのですね。たしかに９ページのこの絵は載っているのですけれども、普

通に消費者の目で見るのは４万８,０００円、半額オフというところが大きいわけですよね。

そのプログラム利用料の、何のための利用なのかもよくわからない感じでただ書いてあっ
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て、これで十分に知らせているとは言えないと思いますし、何よりも「半額サポート＋」の

「＋」は半額より＋して払うのだよという意味だったと、勝手に私は解釈したのです。でも、

普通はそう思わないので、非常にサービス面に問題があるのではないかと思い、ここは消費

者庁さんのご見解をぜひいただきたいと思っています。 

【新美座長】  では、オブザーバとしていらしている消費者庁さん、お願いします。 

【消費者庁消費者政策課長（内藤）】  消費者庁でございます。景品表示法も所管官庁で

はございますけれども、恐縮ですが、個別の事案に関係しますため、本件についてのコメン

トは控えさせていただきたいと思います。 

【新美座長】  わかりました。そういうことは答えられないということで。 

【ソフトバンク（松井）】  いずれにしましても、我々、これから何もやらないわけでは

なくて、今日も少しホームページですとか、ポスター、のぼりみたいなものの表示を変えさ

せたのですけれども、おそらくそれでも十分、１００％できていないわけで、そこに関して

は鋭意、必要であれば消費者庁さんの指示を請いながら改善をしていくことを考えており

ますので、そこは少々お待ちいただければと思っています。 

【新美座長】  どうもありがとうございます。 

 佐藤構成員、どうぞ。 

【佐藤構成員】  １点だけ。質問ということではないのですけれども、前回の議論と今回

の総務省の資料によれば、ソフトバンク、KDDI の半額割引というのはどういうビジネスモ

デルなのだろうかとか疑問があります。あるいは総務省の資料の中で示された、プログラム

利用料というのは一体どういう考え方でつくられたものなのか。幾つか疑問もあるので、こ

ういう幾つかの疑問点について、さらに端末と通信サービスの収支も含めて、必要に応じて

その考え方や数値的なことも総務省で確認いただければと思います。 

【新美座長】  議論が残ったところを確かめろということですね。ほかに。 

 では、長田構成員。 

【長田構成員】  質問するのを忘れていました。ＫＤＤＩさんの新しいプランの、利用料

３９０円というのは、どういうコストで３９０円になっているのか、ご説明いただければと

思います。 

【ＫＤＤＩ（古賀）】  ＫＤＤＩでございます。この３９０円のプログラム料は、前の２

０１７年に始めたときから、弊社のプログラムでは取っておりまして、まさにオプション料

というか、プログラム料で、コストではなくて、端末が２年経って下取りする、我々が引き
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取るときの市場価格というのが、ものすごく下がったり、想定より上だったりという、それ

は市場のいろいろな変化みたいなものがございますので、そういったものを我々としても

ビジネスですので吸収する、それでも割賦の２４カ月分を免除するというために、コストで

はなくてプログラム料としていただいているという趣旨でございます。 

【新美座長】  よろしいですか。今のプログラム料の考え方によっては、これは代金の一

部じゃないかということにもなりそうですけれど……。 

 はい、西村構成員、どうぞ。 

【西村（真）構成員】  この３９０円を２４カ月ずっと払って初めて値引きをいただける

わけですけれども、それは期間拘束とほぼイコールだと思います。分割払いをする方だけに

このぐらい割引をしていらっしゃるのか、それとも一括払いのときにも、このぐらいの料金

割引は実際にしようとしていらっしゃるのかも、お伺いしたいのですが、よろしいでしょう

か。 

【新美座長】  じゃ、この点、ＫＤＤＩさんとソフトバンクさん、お願いします。 

【ＫＤＤＩ（古賀）】  まず、拘束ではないかという意味で言いますと、まさに回線につ

いては他社の回線に移るということも可能になりますので、それはＳＩＭロックの問題が

あるじゃないかというところについては改善する。２年契約についても、違約金については

弊社の場合は１,０００円にするということで、かなり拘束性というのは低くなっているの

ではないか。ただし、端末については、今後ご契約をいただいたお客様については、その端

末で割賦を払っていただいて、プログラム料も払っていただいて、次に端末を買い替えると

きには、弊社回線を利用するか、しないかに関わらず、もう一度買ってくださいというプロ

グラムになっておりますので、少なくとも回線の拘束というのはないと認識しております。 

 あと、このプログラムは、割賦で、ということで、４８カ月の割賦をしていただくお客様

に対するプログラム、割引でございますので、一括ということについてはそのようなプログ

ラムは今のところないということでございます。 

【新美座長】  それでは、ソフトバンクさん。 

【ソフトバンク（松井）】  はい。前段はＫＤＤＩさんと概ね一緒ですけれども、これは

あくまでも分離の世界の中での話で、通信契約は弊社としても完全に縛りがございません

ので、入口、出口とも選択肢がないわけでもないということから、これが縛っているといっ

た感覚を弊社としては持っていませんということです。 

 ２点目の一括に関しては、一括で支払われますので、今回の半額サポートですとか、半額
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免除プログラムみたいなものに性質的に少しそぐわないかと思って、今は入れておりませ

んけれども、仮にニーズがあるのであれば、これはシステム的にできるかとか、何も社とし

て整理できているものではございませんが、例えば、一括で払っていただいて後で返すとか、

そのような仕組みが、ニーズがあるのであれば検討することは可能かと考えております。 

【新美座長】  ありがとうございます。まだご質問等おありかと思いますが、時間の関係

もあります。冒頭に申し上げましたように、出席者の入れ替えがございますので、この１番

目のテーマについては、このあたりで質疑応答を……。 

 松井本部長、どうぞ。 

【ソフトバンク（松井）】  ごめんなさい。最後に１点だけ。これは純粋な質問ですけれ

ども、ドコモさんの資料の８ページの結論のところについて、教えていただきたいことがあ

ります。ドコモさんの結論が、２番目と３番目の機種変更時と解約時の部分に関して、ＳＩ

Ｍロック解除ルールに関して、利用者以外の購入時にはＳＩＭロック即時解除することで

足りるということで、自社ユーザはやらなくてもいいのではないかということをおっしゃ

っているのだと思いますけれども、ここは分離の中での考え方として、自社ユーザ以外がや

ればいいといったお考えになった背景というか、理屈のところがあれば、教えていただける

とありがたいと思っております。 

【新美座長】  それじゃ、ドコモさん、お願いします。 

【ＮＴＴドコモ（田畑）】  ドコモでございます。 

 ８ページのところで、弊社の説明も先ほどしましたけれども、ＳＩＭロックにはかなり前

向きに取り組んできた経緯もございまして、そうしたときに分離時代のＳＩＭロックはど

うかということは考えているつもりでございまして、この８ページの右下に書いてあるこ

とについては、利用者以外の購入時にはＳＩＭロックを即時解除するところは、「まずは」

ということで、利用者以外に売る場合の、分離時代にどうあるべきかという、この考え方に

なりました。その上で、（２）、（３）の機種変更時、解約時ということもあるのですが、今

日出ていましたように、なぜＳＩＭロックをかけるかというと、１回も払わないで逃げてし

まう人がいるとか、盗難という話があって、リスクはあるにはあるのですが、かといって今

日のご議論のように必ずしもＳＩＭロックによる対処とすべきかというところもあって、

変えていくなら何か違う手段を考えなければいけないとは思っているのですけれども、ま

だこれだというところまでは至っていないことが事実でございまして、「まずは」というこ

とで今日はこのように書かせていただいています。今日のご議論にありますように、ジャス
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トアイデアですけれども、クレジットカードとか、口座振替など、支払方法の設定をしてい

ただく。要は口座番号を登録していただくとか、クレジットカード番号を登録していただく

ことで、それで支払いの意思確認をすることをもって、今後、支払いの意思を確認したとい

うことも１つの考え方かと思っておりますが、まだまだこれは社内でも検討はできており

ませんので、そのようなことも引き続き考えていかなければいけないと思っております。以

上です。 

【新美座長】  ありがとうございます。 

 それでは、先ほど申し上げましたように、このテーマはこれぐらいで、と思います。ＳＩ

Ｍロック解除につきましては、総務省におかれましては本日の議論を踏まえつつ、本日ご説

明いただいた考え方に沿って対応を進めていただければと思います。 

 また、関係事業者の皆様方におかれましても、本日の議論を踏まえたご対応をお願いした

いと思います。 

 また、端末購入プログラムにつきましては、ＳＩＭロック解除以外の論点についても議論

がございましたので、今後も本研究会で継続して議論を行ってまいりたいと思います。 

 また、総務省におかれましても、関係省庁と密接な協力をいただきながら、引き続きご検

討をお願いしたいと思います。 

 それでは、次の議題に移らせていただきます。先ほど申し上げましたように、出席者の入

れ替え、交代を行いますので、事務局からご案内よろしくお願いします。 

【茅野料金サービス課課長補佐】  それでは、入れ替えをさせていただきます。 

 ３社様、ありがとうございました。資料をお持ちいただいてご退席いただければと思いま

す。 

（説明者入れ替え） 

【茅野料金サービス課課長補佐】  座長、それではよろしくお願いいたします。 

【新美座長】  それでは、後半に入らせていただきます。後半は「５Ｇ時代のネットワー

ク提供に係る課題等について」のご議論でございます。 

 今日は前回会合時に事務局から説明のありました３つの論点につきまして、前回に引き

続きヒアリングを実施したいと思います。 

 資料２－１で示されておりますヒアリング項目に基づきまして、今日は楽天モバイル株

式会社、ＭＶＮＯ委員会の２者からご説明をいただきたいと存じます。 

 それでは、まず、楽天モバイル株式会社常務執行役員営業マーケティング本部本部長の大
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尾嘉宏人様からご説明をいただきたいと思います。よろしくお願いします。 

【楽天モバイル（大尾嘉）】  よろしくお願いします。私から３点に関してご説明したい

と思います。 

 資料２－２になります。今回は、テーマ「５Ｇ時代におけるネットワーク提供に係る課題

について」ということで、３つございますが、１つ目は、「５Ｇ開始に向けた取組」という

ことで、お話をさせていただきます。 

 まず、楽天モバイルの方向性ですけれども、今後の私どもの携帯事業のメインは、もちろ

ん、ＭＮＯにシフトをしてまいります。ＭＶＮＯは、もちろん、お客様の利便性を優先しな

がら回線の提供と新規受付も実施しておりますけれども、基本的には今のお客様に対して

もＭＮＯへの移行の推奨を行っていきます。ＭＮＯ側としては、ネットワークの環境を早急

に整備し、新規のお客様、それから、もちろん、ＭＶＮＯの現お客様も受け入れるというこ

とを考えてございます。 

 次のスライドになります。５Ｇのスケジュールに関しましては、今、開始予定を２０２０

年６月においてございます。また、２０２１年の３月末には全都道府県で５Ｇのサービスが

開始できるような予定でございます。 

 次にいきます。私どもは４Ｇのネットワーク、５Ｇもそうですけれども、「世界初の仮想

化クラウドネットワーク」という言い方をしてございます。こちらに技術的な絵が描いてあ

るのですけれども、次の世代への移行ということで、アップデートのことを書いてあります。

簡単に言いますと、例えば、車を自動運転にしようと思ったら、今ですと車を買い替えなけ

ればいけない。ところが、テスラという会社は、システムをアップデートするだけで自動運

転できるようになる。それに似たようなコンセプトでございます。商用既製品のハードウェ

アを使いながら、ソフトウェアのアップデートをすることによって、４Ｇから５Ｇへのスム

ーズな移行を実現できるといった技術でございます。 

 私ども楽天モバイルが５Ｇで目指すものとしましては、もちろん、楽天自体の強みといっ

たことで、それによる社会への貢献と変革でございます。３つございます。１つは、社会課

題の解決。それから、もちろん、新ビジネスの創出。そして、街といったものが中心になっ

てきますので、スマートシティであり、キャッシュレスといったことです。このようなこと

を目指して行ってございます。 

 次のスライドです。参考ですけれども、私どもは９月２８日から１０月６日まで「楽天オ

ープン２０１９」、５Ｇを活用したライブＶＲの実証実験を実施予定でございます。 
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 また、次のスライドにまいります。私ども楽天グループは、今まで B to B to Cといった

形で事業を拡大してまいりました。左側に楽天市場のビジネスモデルがございますけれど

も、こういった同様のビジネスモデルを５Ｇでもつくっていきたいと思ってございます。 

 ２点目、「事業者間の競争環境の整備」ということで、簡単に申し上げたいと思います。 

 まず、私どもですけれども、今後も率先して「携帯の民主化」ということで、縛りなし、

全機種ＳＩＭロックフリー、最低利用期間なし、違約金なしといったことはうたってまいり

ます。私どもの記者会見でも、この方針に関してはすでに申し上げておりますし、また、Ｍ

ＶＮＯでも１０月１日以降のプランは縛りが一切ございません。機種もすべてＳＩＭロッ

クフリーでございます。 

 そのＳＩＭロックですけれども、次のスライドです。ＳＩＭロックは実質的に特定の通信

役務を継続利用させる仕組みだと思います。なので、利益の提供は一律禁止するべきと思い

ます。 

 短く書いてございますけれども、ソフトバンクさん、ＫＤＤＩさんのプログラムは、基本

的には過度な囲い込みを行っているのではないかと思ってございます。 

 また、これからの幾つかの事実を、データをお見せします。よく言っている、ＳＩＭロッ

クをしないで割賦販売をすると、不払いとか、与信・債権管理の対応とかの問題が出てきま

すけれども、今、これから私どもが見せるデータは、そんなものはないと、ＳＩＭロックは

そもそも不要であるということを、これから証明いたします。 

 次、お願いします。構成員の皆様限りのデータですけれども、これは例ですが、私ども楽

天カードの会員全体の２４回支払いが完了した段階での未収者の割合と、ＳＩＭロックフ

リー端末の割賦購入者には、もう見ていただいてわかるとおり、ＳＩＭロックフリー端末割

賦購入者のほうが優良なお客様でございます。 

 それから、次、１００日とございますけれども、こちらも構成員限りのデータになります

が、約３カ月経過して、２回支払った後の未収者の割合と、２４カ月後の未収者の割合では

全く異なります。１００日では、そもそも顧客の未払いの予測はできません。意味がないと

いうことでございます。 

 次、お願いします。それ以外にＳＩＭロックの問題以外にも幾つかありますけれども、例

えば、ＳＩＭロック解除制度があったとしても、主要機能を特定のキャリアから移った場合、

ＳＩＭロックを解除したために緊急通報ができなくなるとか、そういったスマートフォン

自体の問題もございますので、それを最初に挙げて、２番から５番までは次のスライドで申
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し上げます。 

 ２番目、現在のキャリアにおけるＷＥＢ受付時間は、ＳＩＭロック解除に関しても、ドコ

モさんも２４時間やっていますけれども、それ以外は夜間・早朝にかけては停止をしていま

す。ＭＮＰ手続に関しても夜間はやってございません。 

 次、いきます。海外ですと、フランス Orangeなどでは、ダイレクトにＳＩＭロック解除

のページにすぐにいけまして、ＩＭＥＩ番号とメールアドレスだけで簡単にＳＩＭロック

が解除できるといった仕様でございます。 

 次のスライドにいきます。ＭＮＰ手数料です。大体日本におけるＭＮＰ手数料というのは

２,０００～３,０００円の間ですけれども、これははっきり言って他の国と比べて非常に

高いということが言えます。 

 次、いきます。最後、「ｅＳＩＭに関する取組」になります。楽天モバイルとしましては、

このたび、「Rakuten mini」というブランドで、これは世界最小の FeliCa搭載のスマートフ

ォンになりますけれども、こちらでｅＳＩＭ対応になってございます。今後もｅＳＩＭに対

応した端末はどんどんラインアップを拡充する予定でございます。 

 最後、まとめになります。５Ｇに関しましては、来年６月からサービスを開始し、２０２

１年３月末までは全都道府県にて提供開始を予定しています。また、ネットワークに関しま

しては、５Ｇにアップができるようなソフトウェアの更新ができるように準備しておりま

す。また、グループの B to B to Cのノウハウをベースに、いろいろなことをパートナーで

やっていく予定です。 

 ２点目、ＳＩＭロックの実態と私どもの持っているデータを鑑みるに、ＳＩＭロックは早

期に禁止すべきだと本当に思っております。 

 また、ＳＩＭロック空洞化防止のため、基本機能動作保証をルール化すべきであり、また、

ＳＩＭロックのＷＥＢでの受付だったり、ＭＮＰも含めて受付、それから、ＭＮＰ手数料の

無償化といったことは検討すべきです。 

 最後にｅＳＩＭに関しましては、１０月より開始するサービスの中にもｅＳＩＭスマー

トフォンの端末を販売していきます。私どもはとにかくわかりやすく自由で、本当に消費者

が自由に選べるようなサービスをつくってまいりたいと思います。以上になります。 

【新美座長】  どうもありがとうございました。 

 それでは、続きまして、テレコムサービス協会のＭＶＮＯ委員会委員長の島上純一様から

ご説明をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 
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【ＭＶＮＯ委員会（島上）】  ＭＶＮＯ委員会委員長を務めております、島上と申します。

本日はこのような機会をいただきまして、誠にありがとうございます。 

 本日の資料２－３に沿ってご説明いたします。１ページ目、２ページ目、３ページ目につ

きましては、テレコムサービス協会及びＭＶＮＯ委員会のご説明になります。もう皆さん、

ご承知のことかと思いますので、こちらは割愛させていただきます。 

 ４ページにお進みください。４ページに本日のプレゼンテーション内容を書かせていた

だいております。１番、２番、３番が、いただいた資料２－１にある３つの項目となります。

４番目が、モバイル市場の公正競争促進に関する検討会のフォローアップ事項ということ

で、まとめてございます。 

 本日は、１番、２番の中で、１番は、当初、ＭＮＯで始まる５Ｇというのが、ノンスタン

ドアローン（ＮＳＡ）方式、４Ｇの延長線上で行われるということで、そちらに触れるとと

もに、②につきましては、５Ｇが本格的に普及された時代の、ＳＡ（スタンドアローン）構

成でのどのような可能性が考えられるかという中での、新しい仮想通信事業者のあり方と

いうことで、問題提起をさせていただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。 

 まずは①の「ＭＶＮＯによる５Ｇの円滑な提供開始」ということで、６ページ目をご覧く

ださい。 

 各ＭＮＯは２０２０年春から５Ｇの商用サービスを予定しているところ、ＭＶＮＯに対

しても同時期に５Ｇ提供を行うことが、前回の会合で改めて表明されました。それに関しま

しては、我々ＭＶＮＯは大いに歓迎するところでございます。 

 ＭＶＮＯにおいても、５Ｇのサービスを開始するに当たりまして、当然、検討や準備に半

年程度は必要だろうということから、ＭＮＯに対する提供条件あるいは技術仕様等の情報

が早急に提供されることを強く要望するところでございます。 

 先ほど申し上げたように、５Ｇの初期に関しましては、ノンスタンドアローン（ＮＳＡ）

方式のオプション３というのを前提に考えておりますけれども、制御やデータ転送に既存

の４Ｇの設備が利用されるため、一部ＭＮＯから、その会合でも提示された４Ｇの接続点や

課金方式を踏襲するという考え方につきましては、５Ｇを積極的に利用しようというＭＶ

ＮＯにとりましては、一定の合理性はあるものと考えております。 

 ただ、一方で、５Ｇによるコスト増を懸念して４Ｇのみの提供を希望するＭＶＮＯが存在

することも考えられるということもありますので、今後の検討において５Ｇ導入による接

続料あるいは網改造料等の影響については適切な情報開示をお願いしたいと思っておりま
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す。 

 次に、本格的に５Ｇが普及していくときのスタンドアローン方式においては、４Ｇとは別

の考え方が必要となるのではないかという意見がＭＮＯさんからも出されておりますが、

それについては賛同いたします。こちらにつきましては、先ほど申し上げましたように、②

の「ＭＮＯとＭＶＮＯの競争環境の一層の整備」というところでご説明あるいは問題提起を

させていただきたいと思っております。 

 少し図として表しましたのが７ページ目です。こちらが、今、３Ｇと４ＧにおけるＭＶＮ

ＯとＭＮＯの接続体系、３Ｇと４Ｇについて書かせていただいております。今、３Ｇで接続

を提供しているのはドコモだけですので、ドコモの場合だけ３Ｇがあり、ほかの２社につき

ましては４Ｇのみの構成となっております。現在、接続点は３Ｇと４Ｇで個別に接続をして

いて、接続帯域の共有はできない仕組みになっております。 

 また、網改造料というのが共通部と個別部にありまして、共通部に関しましては、３Ｇと

４Ｇで個別に発生をしている。帯域当たりの接続料は３Ｇと４Ｇで、今、同額の設定となっ

ております。こちらは合算して算出されているものと、我々としては受け止めております。 

 では、これが５ＧのＮＳＡのときにどうなるのかというのが８ページで、こちらは我々が

想定の下で書かせていただいているところです。ＮＳＡの場合、４Ｇの既存のネットワーク

の中に５Ｇがホットスポット的に入ってくるというところで、ＮＳＡ対応の５Ｇ基地局と

いうのを一番下に書かせております。加えて、ＮＳＡ対応の４Ｇの基地局が徐々に増えてい

くのだろうと捉えておりまして、５Ｇ契約の端末というのが４Ｇの既存基地局あるいはＮ

ＳＡ対応の４Ｇ基地局、ＮＳＡ対応の５Ｇ基地局、あるいはもしかすると３Ｇのところも含

めて使えることになるのかと想像しております。これにつきましては、ＮＳＡ対応、５Ｇの

基地局も扱えるような形でコアネットワークがアップグレードされ、そのような観点です

と、４Ｇと５ＧのＮＳＡというのは共通のＰＯＩになるのかと想定をしております。なので、

このような情報がＭＮＯさんから適切なタイミングで提示され、我々で何をやらなければ

いけないのか、どういうコストがかかるのかということに関しては、早急にご提示をいただ

ければというのと、あと戻ってしまいますけれども、６ページ目の接続料に関しては、現在、

来年度の接続料から将来原価方式の導入が検討されておりますので、そのときに提示され

ることになってしまうのかと想定はしております。 

 次の２番の９ページ目です。「ＭＮＯとＭＶＮＯの競争環境の一層の整備」といったとこ

ろになります。今のご説明したことに関しましては、あくまでもＮＳＡで、４Ｇの延長線上
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でＭＶＮＯがビジネスをやるといったところになります。今回は、これ以降のお話は、５Ｇ

のＳＡ構成で、ＭＮＯの中のシステム構成もガラッと変わっていき、そのときに仮想化であ

ったり、スライシングであったりという技術が導入されていくということを前提の下で、ど

のようにビジネスが変わっていくのかという形でご説明させていただきたいと思います。 

 まず、１０ページ目です。「ＭＶＮＯの２つの競争軸」ということで、これまでのＭＶＮ

Ｏと申しますのは、低価格のサービス、主にコンシューマ向けの格安スマホに代表されると

ころですけれども、これを中心に成長したということになっております。それによってもた

らされた競争というのは、消費者の利益向上に大きな貢献をしてきたと我々も自負してお

ります。 

 引き続きモバイル市場において競争を加速させていくという観点におきましては、ＭＶ

ＮＯがより高い付加価値を有するサービスを提供できるようになることが重要であろう。

我々としても、そうありたいと思っております。 

 下に模式的に書いてありますけれども、今、付加価値が低い、価格の低い格安スマホ、格

安ＳＩＭといったところから競争に入っておりますが、その後、ｅＳＩＭですとか、ＩｏＴ

の領域へ付加価値を上げていく。あるいは、これから高セキュリティ、高可用性、高柔軟性、

高付加価値のソリューションを提供する。これらは現在のＭＶＮＯでは、自ら実現すること

は困難な領域にチャレンジしていきたいということが、必要だと考えております。 

 １１ページ目は、４Ｇまでのネットワークの構成ということで、非常にこれもモデル的に

は乱暴な絵ではありますが、今までの４Ｇのネットワーク構成、これは５ＧのＮＳＡもほぼ

同じものだと捉えておりますが、無線網・有線とか、その物理層といったところと、コアネ

ットワークというのが、今までは不可分性が高く、ＭＮＯにより一体的に提供されてきた。

その下の一部分であるＰＧＷですとか、ＨＳＳ等を切り出して、ＭＶＮＯが提供したという

のがありますが、基本的には無線と不可分なものと捉えられてきた。ＭＶＮＯがつけられて

いる付加価値というのは、上のサービスレイヤのインスタンス、サービスインスタンス層と

いったところだったと捉えております。 

 これが１２ページ目、５ＧのＳＡ構成になってきますと、ここに仮想化の技術が導入され、

仮想ネットワーク層と言いまして、コアネットワークのところにスライスがどんどん導入

されてくるといったところになりますと、コアネットワークが仮想化することによって、物

理的な無線といったところの不可分性は薄れてくるのではないかと。したがって、そのスラ

イスを活用したＱｏＳ確保といったところで、仮想的なネットワークが幾つも１つの無線
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の上にできていくようなイメージになってくるのかと。それによってさまざまなユースケ

ースを実現するような柔軟なＱｏＳ確保が５Ｇの特徴で、５ＧのＳＡになってくると、そう

いうものができるような環境になってくる。 

 １３ページ目、そういう時代に、仮想通信事業者というのがどのようなチャンスがあるの

かといったところで、我々として２つの方向性を考えております。 

 １つが、上の１番のＭＮＯの仮想基盤を、これはスライスと読み替えていただいても結構

ですが、活用することで、そのＭＮＯと同等の高いサービス自由度を有し、ＱｏＳの差をつ

けたような形を実現するタイプの仮想通信事業者といったところ。これは便宜的に「ライト

ＶＭＮＯ」とします。ＭＮＯという言葉を使いますと、どうしても今までのイメージがつき

まといますので、ＶＭＮＯと、バーチャルなＭＮＯという言葉で代用しております。 

 また、２番目の下ですね。ＭＮＯから独立した仮想基盤を自分でつくり、ＭＮＯや他の無

線網を活用しつつ、全てのレイヤでＭＮＯに依存しない。全てのレイヤというのは、無線部

分は除いてですけれども、依存しない独自の付加価値を可能とするような仮想通信事業者

です。これは「フルＶＭＮＯ」というイメージで書かせていただいております。 

 １４ページ目、「ＭＶＮＯの現状と未来」といったところで、これまでのＭＶＮＯという

のは、低価格のサービスを中心に成長し利用者利便の向上に寄与してきました。ただ、今後

はより多種で高度なサービスを提供する「ＶＭＮＯ」へと進化し、ＭＮＯ等と競争すること

で、Society５.０の実現に貢献していきたいと捉えておりまして、現状は左側で、ＭＶＮＯ

が主にコンシューマ向けに低価格のサービスを提供し、ＭＮＯとサブブランドと戦ってい

るという姿から、個人や法人まで含めた形でｅＳＩＭ・ＩｏＴ、あるいは高付加価値のソリ

ューションを Society５.０の実現に貢献するような存在になっていきたいと思っておりま

す。あるいは、そういう社会を実現するためには、そういう存在が必要なのではないかと思

っております。 

 １５ページ目は、ネットワークの仮想化のお話を模式的に書いておりますので、こちらの

説明は省略させていただきます。 

 １６ページ目以降で、「ライトＶＭＮＯ」、「フルＶＭＮＯ」がどういうものなのかという

のをもう少し詳細にご説明させていただきたいと思います。 

 １７ページ目の絵を見ながらご説明を聞いていただきたいのですけれども、まず、「ライ

トＶＭＮＯ」というものに関しましては、４ＧまでのＭＶＮＯが用いてきたコアネットワー

クと外部ネットワークの間に電気的な接続点、ＰＯＩを置くような水平分業型ネットワー
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クでは、５Ｇのスライスの特徴を活かすことができない。 

 ２点目、ＭＮＯから提供される広範かつ標準化されたＡＰＩを通じてＭＮＯの仮想基盤

におけるスライスを活用して、利用者のニーズに応じた高い付加価値を備えた通信サービ

スを実現する仮想事業者は「ライトＶＭＮＯ」と定義しております。 

 この図において、上側は先ほどの水平分業型のＰＯＩを有した現在の接続形式で、それが

下のようにスライスというのをうまく活用して、スライスというのは、ＭＮＯの中に仮想的

につくられる、仮想ネットワークと仮想基盤、仮想の機能がある集合体ですけれども、それ

らをＡＰＩで制御しながら、サービスを提供していくという形になるかと思います。 

 その上で、「重要卸役務等の活用」といったところで、我々として可能性として考えてお

りますのは、スライスや、それをコントロールするためのＡＰＩ等の諸機能が円滑に、かつ

適正な料金でＭＮＯから「ライトＶＭＮＯ」に提供されるよう、今、情報通信審議会の特別

委員会、次世代競争ルール検討ワーキンググループでも議論が進められている「重要卸役務」

制度の適用も視野に検討を進めるべきではないかと捉えています。と言いますのは、こちら

は物理的な接続はないので、今までの接続のルールとは、若干違っている。ただ、このスラ

イスを活用するという意味では、現状の考え方をするとどうしても「卸」という考え方のほ

うが素直なのかと思っておりますが、卸に関しましては、いろいろと問題もありまして、今、

「重要卸」の検討が進められているので、それは適用できるのではないかと捉えているとこ

ろでございます。 

 次の１９ページ目から、「フルＶＭＮＯ」の話をさせていただきます。こちらは２０ペー

ジの絵を見ながらご説明させていただきたいのですけれども、まず、無線網とコアネットワ

ークの関係性という意味では、先ほど申し上げたように４Ｇまでは１対１の関係であった

といったところに対して、５ＧのＳＡの時代に関しましては、コアネットワークをスライス

して仮想的に複数存在するようなイメージになるのかと思っております。なので、無線１対

コアネットワーク１の関係が、無線１対コアがいっぱいあるような構成になっていくのか

と捉えております。 

 そのような中で、「フルＶＭＮＯ」の定義としまして、無線網のオーナーシップと無関係

のコアネットワークを、その仮想基盤ごと有し、自らスライスを運用してＭＮＯの無線網と

接続するような仮想通信事業者を、「フルＶＭＮＯ」と定義させていただいております。 

 上の「ライトＶＭＮＯ」というのは、ＭＮＯがつくったスライスを利用させてもらうとい

うことに対しまして、「フルＶＭＮＯ」というのは、自分たちで仮想基盤まで作り、自分で
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そのスライスをつくり、そのスライスがＲＡＮと接続してサービスを提供するというもの

です。 

 ２１ページ目の下にも少し似たような絵を描かせてもらっています。ＲＡＮとコアネッ

トワークは「１対多」、こちらＭＮＯは１つしか書かれていませんけれども、当然、ＭＮＯ

には幾つもの面がある。それと同じような同列で「フルＶＭＮＯ」の面があっても良いので

はないかといったところです。 

 ２２ページ目に、今度は「ヘテロジニアスネットワーク」と「フルＶＭＮＯ」というとこ

ろで捕捉させていただきますと、先ほど物理とコアが「１対１」といったところから、「１

対多」、さらに「多対多」、無線が多種あるところと、コアが多種あるという時代にこれから

いくのではないかと我々としても考えております。 

 現在、さまざまな特性を持つ無線ネットワークが登場しておりまして、今後、一定のＱｏ

Ｓの元でこれらを組み合わせて、高度に利活用するようなサービスを「ヘテロジニアスネッ

トワーク」という名前で呼ばせていただきますけれども、この実現が期待されているのでは

ないかと思います。 

 「フルＶＭＮＯ」は、５Ｇやほかの無線テクノロジによるさまざまなネットワークをその

特性に応じて自在に利活用することによって、「ヘテロジニアスネットワーク」を実現し、

イノベーションの実現に貢献する存在になると考えられる。 

 そういった中で、２３ページで、ＲＡＮシェアリングについて課題感として持っておりま

す。ＲＡＮシェアリングと言いますのは、複数の事業者のコアネットワークが１つの無線設

備を「１対多」で用いることでございます。これが「ＲＡＮシェアリング」と呼ばれまして、

実は国内のＭＮＯで４Ｇの時代にすでにグループ内で利活用されている例がございます。 

 ５ＧのＳＡになり全てのネットワークが仮想化されることによりまして、コアネットワ

ークと無線設備の独立性は高まるのではないか。したがって、グループ内のみならず、グル

ープ外の事業者がＲＡＮシェアリングを活用して、「フルＶＭＮＯ」として参入できるよう、

電気的接続を巡る技術面での検討や規律整備の前提となる標準化、必要な対応の推進が望

まれるのではないかと思っております。 

 この場合におきましては、ＲＡＮと「フルＶＭＮＯ」の仮想基盤の間に電気的接続点（Ｐ

ＯＩ）が置かれることになりますので、事業者間接続としてアンバンドル規律が整備される

ことが望ましいのかと考えております。 

 その際、例えば、接続料としましては、無線リソースの占有度等をベースとすることも案
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としてはあるのかと捉えています。 

 今、ご説明したものをもうちょっと図式的にわかりやすく説明したのが２４ページにな

ります。５Ｇ時代は機能と設備が分離されて、ＭＮＯだけではなく「ライトＶＭＮＯ」がそ

の機能を自由に活用可能となるように、さらには、そのＲＡＮシェアリングによって５Ｇ以

外のネットワークも活用するようなフルＶＭＮＯの登場も期待される。ＭＮＯでは手の届

かないような中小企業や地方を含めて、多種多様なニーズを満たすためには、ＭＮＯとＶＭ

ＮＯの間の競争環境を確保し、ＭＮＯだけではなくＶＭＮＯを含め競争を促進していく必

要があるのではないかと考えております。 

 サービスにつきましては、ＭＮＯの小売部門あるいはＭＮＯの関係会社、ライトＶＭＮＯ、

これらが、ＭＮＯが提供する仮想的なスライスを利用してサービスを提供する一方で、フル

ＶＭＮＯというのは、その機能を自分たちで持つといったところと、ＰＯＩを介してＭＮＯ

のＲＡＮを使わせていただきながら、ローカル５Ｇ、Ｗｉ-Ｆｉ、ローラ、あるいは固定の

無線網も含めて、これから５Ｇをここで一元的に管理していこうという動きもありますの

で、そういう可能性もあるのかと思っている次第でございます。 

 次、２５ページ目以降、「ライトＶＭＮＯ」「フルＶＭＮＯ」へのその他の課題につきまし

て、お話をさせていただきます。 

 ２６ページ目です。制度面で検討すべき事項としましては、それ以外に検討中の「重要卸

制度」や既存の接続制度の活用のほか、ＭＮＯに対するサービス開放インセンティブの付与、

グループ内ＭＶＮＯの不当な優遇の禁止等、間接的な規律による民民の協業の後押しがあ

ることが望ましいと思っております。 

 しかし、イノベーションを保護・促進していくという観点からは、情報の目的外利用の禁

止について、全ての二種指定事業者に義務づけられるべきであると考えております。 

 また、卸市場におけるＭＮＯ間の競争を促すことも、間接的に「ライトＶＭＮＯ」「フル

ＶＭＮＯ」を促進する取組として重要でありまして、ｅＳＩＭの利用促進、これは後ほど述

べますが、ＡＰＩの標準化推進等、「ＭＮＯロック」の解消を進めるべきだと考えておりま

す。 

 ２７ページは、「ライトＶＭＮＯ」「フルＶＭＮＯ」、そして、そのレイヤ２ＭＶＮＯとの

比較を参考まで示しておりますので、こちらはご参考にしてください。 

 ２８ページ目につきましては、先ほどまで言っておりました、ＮＳＡの Option３と呼ば

れているものと、ＳＡの Option２と呼ばれているものの違いを簡単に模式的に書かせてい
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ただいております。 

 次に③、２９ページ以降、ｅＳＩＭの普及への対応につきまして、ご説明させていただき

ます。今さら述べる必要もないかもしれませんが、３０ページ目にｅＳＩＭのメリットとし

て、こちらはＧＳＭＡのｅＳＩＭの Whitepaperに書かれているものを、こちらで抜粋して

翻訳したものを載せております。このように、多くのプレイヤー、端末利用者、企業、代理

店、事業者あるいは端末製造業者にとって、ｅＳＩＭというのは非常にメリットのある話で

あると言われており、我々もそのとおりだと思っております。 

 ３１ページ目はその原文です。こちらもご参考にしていただければと思います。 

 続きまして３２ページ目、ｅＳＩＭの活用に向けたＭＶＮＯの取組状況についてご説明

いたします。フルＭＶＮＯは、独自のＳＩＭカードを発行することが可能でありまして、そ

の一環として、ＩＩＪがフルＭＶＮＯの基盤を用いてコンシューマ向けｅＳＩＭサービス

を今年の７月にβサービスとして開始しております。現時点で対応できておりますのは、国

内でのデータ通信サービスのみで、音声通話には対応しておりません。対象端末はｅＳＩＭ

を搭載しております。こちらに書かれているのが端末で、利用を確認しております。 

 ＩＩＪではオンラインで完結する契約フローを実現しておりまして、今後、訪日外国人向

けのプリペイドｅＳＩＭ等の展開を計画しておるところです。 

 つきましては、今後、ＭＶＮＯによりｅＳＩＭの利活用はさらに拡大することが想定され

ますが、現時点でＭＶＮＯが提供可能なｅＳＩＭというのはデータ通信サービスに限られ

ておりまして、一般消費者の多くを占める音声通話機能の利用者にはｅＳＩＭの恩恵は届

けることができないということになっております。 

 続いて３３ページ目、「ｅＳＩＭの普及への対応」ということで、更なるｅＳＩＭの活用

と利用者利便性の向上のためには、ＭＮＯの提供する、音声通話を利用可能なｅＳＩＭの提

供開始が有効であり、そのためには以下の２つを推進する必要があると考えております。 

 まず、１つ目が、ＭＮＯのリモートＳＩＭプロビジョニング機能のＭＶＮＯへの開放。ｅ

ＳＩＭのリモートＳＩＭプロビジョニングは、ＡＰＩをＭＶＮＯに提供するなど、利用者が

オンラインで契約を完結できるような仕組みであることが必要であると考えております。

ＭＮＯが今後、ｅＳＩＭのサービスを一般利用者向けに展開するような場合には、同時にＭ

ＶＮＯへＲＳＰ機能も開放すべきであると強く要望いたします。 

 このリモートＳＩＭプロビジョニング、よくＲＳＰと言われますが、ＲＳＰの概要につき

ましては、３４ページ目に書かせていただいております。基本的にはフルオンラインで契約
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成立まで完結するような仕組みは技術的には可能でございます。 

 それに付随しまして、消費者保護ルールのｅＳＩＭへの対応が必要であろうと我々とし

ては認識しております。まず、音声通話が可能な携帯電話の非対面販売におきまして、郵便

等オフラインによる本人確認を求める携帯電話不正利用防止法に、オンラインで完結する

ような本人確認手法を認めるような改正を進めていただきたいと考えております。 

 また、オンラインで契約が完結可能であるｅＳＩＭの特性を踏まえた消費者保護ルール

の策定が行われることが望ましいと考えております。こちらの制約につきましては、３５ペ

ージに本人確認の制約、書面交付義務の制約を書かせていただいております。当然のことな

がら、消費者保護についてはこのようなものが必要であることは、重々承知はしておりまし

て、ただ、顧客の利便性という意味では、ほかのやり方が考えられるのではないかという観

点で、このような提言をさせていただいておる次第でございます。 

 最後に、モバイル市場の公正競争促進に関する検討会のフォローアップ事項といたしま

して、３７、３８、３９、４０と並べさせていただいております。こちらは今更感がある部

分もあるかもしれませんけれども、簡単に触れさせていただきますと、３７ページのネット

ワーク提供条件の同等性確保という観点におきましては、５番、８番あたりについては、ま

だまだ引き続き対応が必要であろうと捉えております。 

 また、３８ページ目の中古端末の国内流通促進関係に関しましては、１２番目の中古端末

に関しまして、これは他社からも指摘がありましたが、ＷＥＢによる受付が可能になるよう

なものが必要だろうと考えています。 

 ３９ページ目は利用者の自由なサービス端末選択の促進関係ということで、こちらは１

０月１日の改正事業法の施行に合わせて、各社で今、準備をしているところということと、

４０ページ目に関しましては、業界として今、取り組んでいることを記載させていただいて

おります。 

 参考で、８月６日の次世代競争ルール検討ワーキンググループの資料も添付しておりま

すので、こちらもご参考に見ていただければと存じます。 

 ＭＶＮＯ委員会からの報告は以上で終わります。ありがとうございました。 

【新美座長】  どうもありがとうございました。 

 それでは、ただいま２社からご説明をいただきましたが、質疑応答に移りたいと思います。

ご意見も併せて出していただけたらと思います。ご質問、ご意見がおありの方はご発言をお

願いします。佐藤構成員、お願いします。 
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【佐藤構成員】  わからないことだらけで質問はたくさんあるのですけれども、１つ伺お

うと思っているのは、スライシング等でネットワークが変わってくると、今までの接続料と

いうのは、設備が前提でコストの把握とかトラフィックの把握とかしやすかった一方で、ラ

イトＶＭＮＯは、「重要卸」が適切じゃないかと言われ、接続は少し難しかろうという判断

をされている様です。それはなぜですか。例えば、ソフトウェア等が中心でコストが把握し

にくいのだとか、トラフィックという概念が定まらないのだとか、なぜ接続が難しく卸です

かという質問です。 

 一方で、フルＶＭＮＯのときには、ＲＡＮシェアリング等は無線リソースの占有度で接続

料をつくったらどうですかという提案もあり、その様な新しいネットワークの接続とか、利

用に関して、どのような課題があるのか。トラフィックやコストが把握しにくいとかどうか

ということを含めて、どのようなところが新しい課題になると思われているのか教えてく

ださい。 

【新美座長】  よろしくお願いします。 

【ＭＶＮＯ委員会（島上）】  ご質問、お答えします。まず、ライトＶＭＮＯのときに接

続ではなく卸になるのはなぜなのかといったところに関しまして、ご説明をいたします。こ

れは我々もこうでなければいけないと思っているわけではなくて、元々が接続と言います

と、ＰＯＩがあって、こちら側は自分の設備、こちら側は相手の設備といったものが一般的

なのかと思います。そういう中で、仮想的に一部の設備を我々が占有しながら、かつ、ネッ

トワークのＱｏＳに応じていろいろなレベルでリソースを使うという形になってくると、

何が設備の分かれ目で接続点なのかと非常にわかりにくくなるのかといった懸念を持って

おりました。そのような中で接続という制度をそのまま適用するのがもしかすると難しい

のかといった懸念が最初に出ているものです。 

 とはいえ、仮想化によるスライシングといったものを活用する上では、そのスライスとい

うのがＭＮＯからお仕着せでボンと渡されるものではなくて、その中でＭＶＮＯがもっと

自由にパラメーター等を使い、調整できるような形になるべきではないかと。それによって、

自由な、多様なものができるのではないかといった考え方からしますと、そういうものが提

供されることが必要不可欠であろうといったときに、それを今の民民の卸に任せておいて

機能するのかどうか。それが必要不可欠であるのであれば、重要卸という仕組みが今、検討

されているので、それの活用というのはあるのではないかといったところが我々の考えて

きたステップでございます。 
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 続いて、フルＶＭＮＯに関しましては、ＲＡＮと自社の設備というのがきれいに接続点で

ＰＯＩという形ができますので、これは今までの接続の考え方でもいけるのではないかと、

我々の想像の下で書かせていただいたというのが実態でございまして、もしかするとその

接続という概念を少し変えていくような形でできるのかもしれませんし、そのあたりに関

しましては今後の議論次第なのかと見ております。 

【新美座長】  よろしいでしょうか。 

【佐藤構成員】  はい。 

【新美座長】  ほかにご質問、ご意見がございましたら。 

 相田座長代理、よろしくお願いします。 

【相田座長代理】  大変興味深い話をありがとうございました。２点ほどありまして、ま

ず簡単なほうから。これは事務局にですけれども、ＭＶＮＯ委員会さんの資料の３５ページ

に出ているところで、これは大体もとが犯罪収益移転防止法で、その条文をコピペして施行

規則をつくっているところがあるので、もしこの犯罪収益移転防止法が最近改正されたと

いうことなのであれば、多分、半自動的に施行規則も改定されるのではないかと思うのです。

このあたりについて、事務局のお考えをお聞かせいただきたいというのが１点です。 

 もう一点は、ＭＶＮＯ委員会さんで、ライトＶＭＮＯとフルＶＭＮＯというので整理いた

だいて、ただ、フルＶＭＮＯになると、そもそもＶなのかどうかというところも気になると

ころで、これは国際的な場でもって、こういうターミノロジーの標準化みたいな動きはある

のかどうかということをご存じだったら教えていただきたいです。 

【新美座長】  では、最初に事務局からお答えいただきたいと思います。 

【中村料金サービス課企画官】  ３５ページの携帯電話不正利用防止法と犯収法の間に

本人確認の方法に差分が生じているということについてのご質問だと思うのですけれども、

差分が生じているということは確かですが、その理由等については、今、情報を持ち合わせ

ておりませんので、別途先生方にはご説明したいと思います。 

【新美座長】  はい。 

 それでは、今度はＭＶＮＯ委員会からよろしくお願いします。 

【ＭＶＮＯ委員会（島上）】  はい。まず、ＶＭＮＯという言葉ですが、ＶＭＮＯという

言葉はヨーロッパのＣＥＲＲＥという研究機関からペーパーが出ておりまして、これは以

前、ＭＶＮＯ委員会の別のプレゼンでご紹介したことがあるのですけれども、そちらで出て

いるものです。そちらで言われていることというのは、そのスライスを、ＭＶＮＯがもっと
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自由に使えるような形になって、かつ、そのＡＰＩというのが標準化されることが重要であ

ろうという提言をしております。特にヨーロッパですと、ＥＵ全体にわたってそのサービス

を提供するような仮想事業者が出てくることも考えられますので、そういう背景もあるの

かと捉えておりまして、ただ、話をされていることというのは非常に我々としても納得のい

く言葉で、そういう観点をこれから標準化団体等でも取り上げてもらうよう努力していく

と聞いております。 

 ただ、そちらで議論されているのは、あくまでもこちらで言うとライトＶＭＮＯの世界に

留まっていると、今のところ資料を読む限りでは見ておりまして、それ以上に、今、我々と

して捉えておりますのが、ローカル５Ｇの制度が今度できるということもありますし、また、

３ＧＰＰでつくられてきた、無線の技術、あるいは網管理の技術というのが、ほかにもどん

どん広がってくるといった中で、そういうものをより活用しながら、事業をやっていくビジ

ネスというのは出てくるだろうというときに、ＭＮＯさんが持たれている電波資源という

のは我々としても使わせていただくことによって、社会にもっと有益なことができるだろ

うと捉えておりまして、そういった観点においては、このＲＡＮシェアリングというのが観

点で、ＭＮＯが持っているリソースを使わせていただくという考え方があるのではないか

と捉えておりまして、これはこれからこういう形でいろいろと提言を出していきたいと考

えております。 

【新美座長】  よろしいでしょうか。 

【相田座長代理】  はい。ありがとうございます。 

【新美座長】  どうもありがとうございます。 

 ほかにご質問、ご意見がございましたら、お願いします。 

 それでは、関口構成員、お願いします。 

【関口構成員】  ＭＶＮＯ委員会さんの６ページ目のところで、会員さんから５Ｇにおい

て１つの懸念ということもあって情報開示を希望されるという、これはおっしゃるとおり

だとは思うのですが、これとの関連で、ネットワーク構成の図で８ページのところで、ＭＶ

ＮＯ側のノンスタンドアローンでやっている限りにおいては、共通ＰＯＩで接続してＭＮ

Ｏが、ということを想定すると、７ページの３Ｇ、４Ｇのときのように、接続料を合算でと

いう可能性も出てくるとは思うのですが、そこら辺について少し感触をお持ちでいらっし

ゃるかどうかについてお伺いしたいと思います。 

【新美座長】  よろしくお願いします。 
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【ＭＶＮＯ委員会（島上）】  今、先生、ご指摘のとおりで、３Ｇと４Ｇの場合は、コア

ネットワークは明確に分かれておりましたので、ＰＯＩは別になりました。４Ｇと５Ｇの場

合におきまして、特に５ＧのＮＳＡの場合には、コアネットワークが４Ｇのものがそのまま

使われるということになりますので、ＰＯＩは一緒になるのかというイメージではおりま

す。ただ、これを一緒にするか、別にするのかというのは、逆に言うとＭＮＯの設備にもよ

る話なので、これは何とも言い難いところですけれども、我々としましては当然、共通でや

っていただいたほうが、メリットがあろうと思っております。そのときの接続料に関しまし

ては、合算でやってしまうというのは、考え方としては合理的な面はあるかとは思っており

ます。 

 ただ、一方で、我々としても５Ｇによる費用影響がどれだけあるのかというのが分からな

い状態であり、かつ、当面、特にＩｏＴ向けの通信をやっているような事業者にとっては、

５Ｇというのはほぼ役に立たないような状況が続きますので、そういった観点においてこ

れをどう考えるべきなのかというのは議論が進んだのではないかと認識しております。 

【新美座長】  よろしいですか。 

【関口構成員】  ありがとうございます。もう一点関連でよろしいでしょうか。 

【新美座長】  どうぞ。 

【関口構成員】  楽天さんは４Ｇでの料金もまだ明確に出されていないと思うのですが、

このノンスタンドアローンのときの５Ｇの料金はどのように設定されるのか、考え方をお

伺いできればと思います。 

 それから、スタンドアローンになったときのお話は一切なかったのですが、スタンドアロ

ーンについてのお考えはいかがでしょうか。２点お願いします。 

【新美座長】  では、楽天さん、よろしくお願いします。 

【楽天モバイル（大尾嘉）】  ５Ｇの料金に関しては、まだ決まっていないです。 

【新美座長】  あとはスタンドアローンのことは。 

【楽天モバイル（小田）】  資料中に詳しくは書いていないのですけれども、もちろん、

コアネットワークのソフトウェアのアップグレードに関しては、ノンスタンドアローンの

バージョンと、スタンドアローンのバージョン、それぞれ用意していまして、どちらも使え

るようにというか、そもそもクラウド構成なので併用できるというところも含めて考慮し

たつくりになっております。 

【新美座長】  よろしいでしょうか。 
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【関口構成員】  そうすると、ノンスタンドアローンと、スタンドアローンで料金差がな

くなるということですか。 

【楽天モバイル（小田）】  料金はまだ決まっておりません。 

【関口構成員】  ありがとうございます。 

【新美座長】  ありがとうございます。そろそろ時間ではございますが、どうしてもとい

う方、お一方ならば許されると思います。 

 では、西村さん、お願いします。 

【西村（真）構成員】  楽天さんにですが、滞納される方は少ないというご発表がありま

したけれども、盗難に対しては何か配慮していらっしゃるとか、検討していらっしゃること

はありますでしょうか。 

【楽天モバイル（大尾嘉）】  そもそも通信契約にお客様が入るときにはもちろん、僕ら

の基準に与信の確認といったことをやってございます。もちろん、盗難があった場合の利用

停止ですとか、そういったところは通常の運用としてはやってございます。盗難という報告

があれば、すぐに対応できるような対策をしています。 

【西村（真）構成員】  ＭＮＯの方々は、盗難対策でＳＩＭロックをかけているというお

話がありましたので、そのような観点がありますか。 

【楽天モバイル（大尾嘉）】  そういう意味では、盗難対策で具体的に知りたいところが

あるのですが、そういった通常の客様の与信の管理、それから、カスタマーサービスセンタ

ーでの対応をやっていれば、特に盗難があるからＳＩＭロックをするといったことに関し

てはあまりそれで苦労したとか、経験ないですけれどね。あまり結びつかないというか。 

【新美座長】  ありがとうございました。 

【大橋構成員】  フォローすると、どうもその運搬とか、輸送あるいは店頭に置いて、ま

だ売れる前とか、そういうときに、実際盗られちゃったりすると、ＳＩＭロック解除されて

いるとすぐ使われてしまう可能性があるけれど、ロックをかけていれば、一応そこは保険が

かかるのではないかという説明をＭＮＯの方々はされていたという認識で、ほかにもある

のでしょうけれど。 

【楽天モバイル（大尾嘉）】  極めて苦しい説明ですね。 

【大橋構成員】  苦しい説明？ 

【楽天モバイル（大尾嘉）】  と思いますけれどね。 

【大橋構成員】  聞かせたかったですね。 
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【楽天モバイル（小田）】  正直、我々はＳＩＭロックを全くかけない状態で数十万台割

賦で売っておりまして、その経験から率直に申し上げると、大橋構成員がさっきお話された、

通常、ある程度高額な耐久消費財を売る上で、事業者が当然やるべき入口は与信ですとか、

債権管理、あるいは、店頭での防犯といった、基本的な事業者としてやることをやっていれ

ばいいだけであって、そこにもう一段ＳＩＭロックという仕組みを用意する必要は、我々の

経験上はないかという理解でいます。 

【新美座長】  よろしいでしょうか。まだまだ伺いたいところはたくさんございますけれ

ども、時間の都合もございますので、このあたりで質疑応答は終了させていただければと思

います。 

 ２社の方、どうもありがとうございます。 

 後半に議論を行った「５Ｇ時代のネットワーク提供に係る課題等」につきましては、今日

のご発表いただいた方に、さらなる追加質問がおありの方は、恐縮でございますが、来週の

２４日までに事務局宛にご連絡いただきますようお願いいたします。 

 発表された方々は、追加の質問があったら、どうぞご対応くださいますようお願い申し上

げます。 

 また、「５Ｇ時代のネットワーク提供に係る課題等について」は、次回以降の会合に向け

て、事務局におかれましては、これまでのヒアリングにおける関係者からのご意見や各構成

員からのご指摘を整理するよう、準備をよろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、事務局から、連絡事項がございましたら、よろしくお願いします。 

【茅野料金サービス課課長補佐】  次回以降の会合につきましては、調整の上、またご連

絡させていただきます。以上でございます。 

【新美座長】  これにて本日の議事は全て終了しましたので、解散としたいと思います。 

 発表された方々、どうもありがとうございました。 

 

以上 

 


